
Ⅰ　

は
じ
め
に

　
�
　

都
市
計
画
法
（
以
下
、
適
宜
「
都
計
法
」
あ
る
い
は
単
に
「
法
」
と
い
う
。）
二
九
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
都
市
計
画
区
域
ま
た
は

準
都
市
計
画
区
域
内
に
お
い
て
開
発
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
、
適
宜
「
開
発
許
可
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
都
道
府
県
知
事

八
三

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
一
五
七
一
）

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」

　
　
　
　
　
　
　
　

を
争
う
行
政
訴
訟
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可
能
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等
の
開
発
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
法
三
二
条
に
よ
る
と
、
開
発
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
「
開
発
行
為
に
関
係
が
あ
る
公
施
施
設
の
管
理
者
」
と
協
議
し
、
同
意
を
得
る
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、「
開
発
行
為
又

は
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
公
共
施
設
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
者
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
」
と
協
議
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
同
条
一
・
二
項
）
と
定
め
て
い
る�
。

　

国
土
交
通
省
の
開
発
許
可
制
度
担
当
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
開
発
許
可
を
申
請
す
る
前
に
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
等
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
し
た
趣
旨
は
、「
開
発
許
可
の
円
滑
な
施
行
、
公
共
施
設
の
管
理
の
適
正
等
を
期
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
」
点
に
あ
る
と

し
て
い
る�
。

　

そ
し
て
、
法
三
〇
条
二
項
に
よ
れ
ば，

開
発
許
可
申
請
者
は
、
開
発
許
可
の
申
請
書
に
「
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
」、「
協
議

の
経
過
を
示
す
書
面
」
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書
面
（
以
下
、
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を

「
同
意
書
」、
協
議
の
経
過
を
示
す
書
面
を
「
協
議
書
」
と
い
う
。）
の
添
付
は
、
開
発
許
可
申
請
の
要
件
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
�
　

こ
こ
で
、
同
意
書
は
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
協
議
書
は
法
三
〇
条
二

項
に
よ
れ
ば
、「
協
議
が
整
っ
た
こ
と
を
示
す
書
面
」
で
は
な
く
、「
協
議
の
経
過
を
示
す
書
面
」（
法
三
〇
条
二
項
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

協
議
の
申
し
入
れ
に
対
し
、
協
議
が
拒
否
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
協
議
が
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
そ
れ
が
整
わ
な
か
っ
た
、
ま
た
、
協
議
を
申

し
入
れ
た
け
れ
ど
公
共
施
設
の
管
理
者
が
不
作
為
を
決
め
込
み
全
く
応
じ
て
く
れ
な
か
っ
た
場
合
な
ど
は
、
開
発
許
可
申
請
者
と
し
て
は

誠
実
に
協
議
を
申
し
入
れ
た
が
、
公
共
施
設
の
管
理
者
は
合
理
的
な
理
由
も
な
く
協
議
に
応
じ
な
か
っ
た
こ
と
等
の
「
協
議
の
経
過
を
示

す
書
面
」
を
添
付
し
て
開
発
許
可
を
申
請
す
れ
ば
、
そ
の
申
請
は
受
理
さ
れ
、
審
理
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る�
。
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し
た
が
っ
て
、
問
題
は
、
同
意
が
拒
否
さ
れ
た
場
合
あ
る
い
は
同
意
の
申
し
込
み
に
対
す
る
不
作
為
が
あ
っ
た
場
合
（
以
下
、「
同
意

拒
否
」
お
よ
び
「
同
意
の
不
作
為
」
は
共
に
同
意
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
両
者
を
ま
と
め
て
、
適
宜
「
不
同
意
」
と
い
う
。）、
同

意
書
を
開
発
許
可
申
請
書
に
添
付
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
、
開
発
許
可
の
申
請
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
申
請
は
、
添
付
書
類
が
な
く
申

請
の
要
件
を
欠
く
こ
と
に
な
る
の
で
の
で
、
申
請
は
拒
否
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
同
意
書
が
得
ら
れ
な
く
て
申
請
が
で
き
な
い
場
合
、
開
発
許
可
申
請
者
が
、
不
同
意
に
は
違
法
が
あ
る
と
判
断
し
た
と

き
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
争
い
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
に

関
す
る
救
済
方
法
、
特
に
行
政
訴
訟
（
審
査
請
求
を
含
む
。）
に
よ
る
救
済
方
法
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決

　
�
　

開
発
許
可
申
請
者
の
申
請
に
対
す
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
に
関
し
て
、
ま
ず
、
考
え
ら
れ
る
開
発
許
可
申
請
者
等
の
救

済
の
た
め
の
訴
訟
類
型
は
、
直
接
、
同
意
拒
否
を
争
う
同
意
拒
否
取
消
訴
訟
あ
る
い
は
同
意
を
行
政
処
分
と
見
立
て
て
す
る
同
意
に
関
す

る
不
作
為
違
法
確
認
訴
訟
で
あ
ろ
う
。

　

同
意
拒
否
取
消
訴
訟
や
不
作
為
違
法
確
認
訴
訟
で
争
う
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
同
意
拒
否
あ
る
い
は
同
意
の
処
分
性
が
問
題
と
な

る
。
同
意
拒
否
の
処
分
性�
は
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か�
。

　

学
説
、
判
例
を
検
討
す
る
と
、
最
高
裁
平
成
七
年
三
月
二
三
日
判
決
（
民
集
四
九
巻
三
号
一
〇
〇
六
頁
、
判
時
一
五
二
六
号
八
一
頁
、

判
タ
八
七
五
号
七
〇
頁
。
以
下
、
略
し
て
単
に
「
平
成
七
年
最
高
裁
判
決
」
と
い
う
。）
以
前
に
お
い
て
は
、
同
意
拒
否
の
処
分
性
を
肯
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定
す
る
見
解�
と
処
分
性
を
否
定
す
る
見
解�
が
見
ら
れ
た
。

　

し
か
し
、
平
成
七
年
に
至
り
、
最
高
裁
判
決
（
最
判
平
成
七
年
三
月
二
三
日
）
は
同
意
拒
否
の
処
分
性
を
明
確
に
否
定
し
た
。

　
�
　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決�
の
処
分
性
を
否
定
し
た
考
え
方
は
、
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
①
同
意
が
拒
否
さ
れ
る
と
開
発
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
、
法
が
同
意
を
得
ら
れ
た
場
合
に
限
っ

て
開
発
行
為
を
お
こ
な
う
こ
と
を
認
め
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
、「
同
意
を
拒
否
す
る
行
為
そ
れ
自
体
は
、
開
発
行
為
を
禁
止
又

は
制
限
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
と
は
い
え
な
い
」。
し
た
が
っ
て
、「
同
意
を
拒
否
す
る
行
為
が
、
国
民
の
権
利
な
い
し
法
律
上
の
地
位
に

直
接
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」。
ま
た
、
②
立
法
政
策
と
し
て
、
同
意
の
拒
否
を
抗
告
訴
訟
で
争
い
う

る
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、「
法
の
定
め
る
各
種
処
分
に
対
す
る
不
服
申
立
て
及
び
争
訟
に
つ
い
て
規
定
す
る
法
五
〇
条
、

五
一
条
も
、
右
の
同
意
や
こ
れ
を
拒
否
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る�
。

Ⅲ　

救
済
方
法
は
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
限
定
さ
れ
る
の
か

　
�
　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決
が
同
意
拒
否
の
処
分
性
を
否
定
し
た
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
最

高
裁
の
明
確
な
判
断
で
あ
る
の
で
、
そ
の
是
非
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
と
し
よ
う
。
こ
の
平
成
七
年
最
高
裁
判
決
に
よ
っ

て
、
同
意
を
行
政
処
分
と
し
て
そ
の
拒
否
を
取
消
訴
訟
で
争
っ
た
り
、
そ
の
不
作
為
を
不
作
為
の
違
法
確
認
訴
訟
で
争
っ
た
り
す
る
こ
と

は
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
意
拒
否
の
処
分
性
の
問
題
に
は
一
応
の
決
着
が
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
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�
　

と
こ
ろ
で
、
平
成
七
年
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
調
査
官
の
手
に
よ
る
判
例
解
説
（
以
下
、「
最
高
裁
判
例
解
説
」

と
い
う�
。）
が
あ
り
、
そ
こ
に
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
の
救
済
方
法
に
関
し
て
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
見

解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
「
最
高
裁
判
例
解
説
」
を
引
用
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、「
本
判
決
（
平
成
七
年
最
高
裁
判
決
―
―
筆
者
）
が
い
う
よ
う
に
関
係
公
共
施
設
の
管
理
者
で
あ
る
行
政
機
関
等
が
法
三

二
条
所
定
の
同
意
を
拒
否
す
る
行
為
が
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
と
、
行
政
機
関
等
が
裁
量
権
の
範
囲
を
逸

脱
ま
た
は
濫
用
し
て
同
意
を
し
な
い
場
合
で
も
、
国
民
は
、
適
法
な
開
発
行
為
の
申
請
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の

よ
う
な
場
合
に
お
け
る
国
民
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
適
法
に
裁
量
権
の
行
使
が
さ
れ
る
こ
と
を
信
頼
し
て
行
動
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
損
害

を
受
け
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
国
家
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

（
傍
点
筆
者
）
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
は
、
法

が
開
発
行
為
が
関
係
公
共
施
設
の
管
理
上
適
当
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
管
理
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
、
公
共
施
設
に
影
響
を

与
え
る
よ
う
な
開
発
行
為
は
、
管
理
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の
申
請
さ
え
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
立
法
政
策
を

採
用
し
た
帰
結
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。」
と
し
て
お
ら
れ
る�
。

　
「
最
高
裁
判
例
解
説
」
の
見
解
は
、
要
約
す
れ
ば
、
同
意
拒
否
に
は
、
処
分
性
が
な
い
の
だ
か
ら
、
同
意
拒
否
に
裁
量
権
の
逸
脱
、
濫

用
が
あ
り
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
救
済
手
段
は
国
家
賠
償
請
求
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
、
す
な
わ
ち
行
政
訴
訟
は
提
起
で
き
な

い
。
こ
れ
は
、
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
申
請
さ
え
な
し
え
な
い
と
い
う
立
法
政
策
の
帰
結
で
あ
る
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

　
�
　

た
し
か
に
、
同
意
の
処
分
性
が
否
定
さ
れ
る
限
り
は
、
同
意
拒
否
取
消
訴
訟
、
同
意
の
不
作
為
の
違
法
確
認
訴
訟
は
提
起
で
き
な

い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
不
同
意
の
違
法
を
争
う
手
段
と
し
て
は
、
本
当
に
国
家
賠
償
請
求
が
で
き
る
に
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と
ど
ま
る
の
だ
ろ
う
か�
。

　
「
最
高
裁
判
例
解
説
」
の
見
解
が
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
違
法
を
争
う
訴
訟
方
法
が
、
国
家
賠
償
請
求
以
外
い
か
な
る
行

政
訴
訟
も
提
起
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
す
る
と
、
若
干
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、「
最
高
裁
判
例
解
説
」
の
見
解
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
が
同
意
拒
否
あ
る
い
は
同
意
の
不
作
為
に
よ
り
同
意
し
な
い
場

合
、
開
発
許
可
申
請
者
が
同
意
書
無
添
付
で
開
発
許
可
を
申
請
し
、
開
発
許
可
申
請
に
対
す
る
拒
否
処
分
を
得
て
、
開
発
許
可
申
請
拒
否

処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
不
同
意
の
違
法
性
を
主
張
す
る
こ
と
ま
で
不
可
能
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
以
下
に
お
い
て
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

Ⅳ　

公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
と
内
部
行
為

　
�
　

公
共
施
設
の
管
理
者
の
違
法
な
不
同
意
に
つ
い
て
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
、
そ
の
訴
訟
で
不
同

意
の
違
法
性
を
争
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
、「
法
の
仕
組
み
が
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
行
政
の
内
部
行
為
と
は

し
て
い
な
い
た
め
困
難
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
を
否
定
す
る
見
解�
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　

こ
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
困
難
だ
と
す
る
理
由
を
特
に
詳
述
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
筆
者
の
理
解
が
誤
っ
て
い
な
け

れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
開
発
許
可
に
お
け
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
類
似
の
制
度
で
あ
る
建
築
基
準
法
上
の
建
築
確
認
（
六
条
一
項
）

申
請
の
際
に
お
け
る
消
防
長
の
同
意
（
消
防
法
七
条
一
・
二
項
、
建
築
基
準
法
九
三
条
一
・
二
項
）
を
想
定
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
述
べ
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て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る�
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、
こ
れ
を
素
材
と
し
て
検
討
し
よ
う
。

　

両
者
は
、
同
じ
ま
ち
づ
く
り
の
分
野
の
法
制
度
で
あ
り
、
確
か
に
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
相
違
点
も
多
い
。

　
�
　

消
防
同
意
は
、
建
築
確
認
申
請
者
が
建
築
主
事
に
対
し
て
申
請
し
、
こ
れ
を
受
け
て
建
築
主
事
が
内
部
手
続
で
消
防
長
に
対
し
同

意
を
求
め
、
そ
の
同
意
を
得
る
と
い
う
制
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
消
防
同
意
は
、
消
防
長
が
直
接
、
国
民
に
対
し
て
す
る
同
意
で
は

な
く
、
消
防
長
が
建
築
主
事
に
対
し
て
す
る
行
政
機
関
相
互
間
の
内
部
行
為
と
し
て
の
同
意
の
制
度
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

消
防
同
意
は
、
本
来
は
、
行
政
機
関
が
す
る
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
外
部
行
為
で
あ
っ
た
が
、
二
重
行
政
排
除
と
い
う
行
政
経
済
の
見

地
か
ら
行
政
機
関
相
互
間
の
内
部
行
為
と
さ
れ�
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
処
分
性
が
否
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
消
防
同
意
は
、
こ
れ
を
直

接
取
消
訴
訟
で
争
い
え
な
い
が
、
同
意
の
拒
否
や
取
消
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
た
建
築
確
認
取
消
訴
訟
に
お
い
て
、
そ
の
違
法
性
を
争
う

こ
と
は
可
能
で
あ
る�
。

　

こ
れ
に
対
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
は
、
開
発
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
が
公
共
施
設
の
管
理
者
に
対
し
、
直
接
、
同
意

を
求
め
、
公
共
施
設
の
管
理
者
か
ら
同
意
を
得
て
、
そ
の
同
意
書
を
開
発
許
可
申
請
書
に
添
付
し
て
開
発
許
可
権
者
に
申
請
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
開
発
許
可
申
請
者
が
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
る
行
為
は
、
少
な
く
と
も
内
部
行
為
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
外
部
行
為

と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

公
共
施
設
の
管
理
行
為
は
、
そ
も
そ
も
本
来
的
な
公
権
力
の
行
使
に
は
当
た
ら
ず
、
ま
た
私
人
が
公
共
施
設
の
管
理
者
に
含
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
外
部
行
為
で
あ
っ
て
も
処
分
性
が
認
め
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
共
施
設
の
管
理
者
に
私
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
私
人

を
こ
れ
か
ら
排
除
し
な
い
限
り
行
政
機
関
相
互
間
の
内
部
行
為
と
し
て
、
法
の
仕
組
み
を
構
成
し
直
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
窺
え
る
。

　

法
制
度
を
、
①
公
共
施
設
の
管
理
者
か
ら
私
人
を
除
く
、
②
開
発
許
可
申
請
者
が
開
発
許
可
権
者
に
直
接
、
開
発
許
可
の
申
請
を
し
、

開
発
許
可
権
者
が
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
る
、
と
い
う
よ
う
に
改
正
す
れ
ば
、
公
共
施
設
の
同
意
の
内
部
行
為
化
は
可
能
で
あ

ろ
う�
。

　

こ
の
よ
う
な
同
意
制
度
な
ら
ば
、
た
し
か
に
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
で
不
同
意
の
違
法
性
を
争
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
�
　

し
か
し
、
こ
れ
は
、
都
市
計
画
法
の
定
め
た
開
発
許
可
制
度
の
改
正
を
要
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消

請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
、
こ
の
訴
訟
の
中
で
不
同
意
の
違
法
性
を
争
い
得
な
い
理
由
と
し
て
、
同
意
が
内
部
行
為
で
な
い
こ
と
を
挙
げ
る

見
解
は
、
立
法
論
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
法
制
度
の
改
正
を
行
い
、
同
意
を
内
部
行
為
と
す
る
こ
と
が
早
急
に
可
能
な
ら
ば
と
も
か

く
、
そ
う
で
な
い
現
状
を
か
ん
が
み
る
と
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
、
そ
の
訴
訟
の
中
で
不
同
意
の
違
法

性
は
争
い
え
な
い
理
由
を
、
同
意
が
内
部
行
為
で
な
い
と
す
る
こ
と
に
求
め
る
こ
と
は
、
結
局
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
、
現
行
の
同
意
制

度
の
上
で
は
、
解
釈
論
と
し
て
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
ず
、
説
得
的
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
�
　

と
こ
ろ
で
、
公
共
施
設
の
管
理
者
は
、
同
意
の
申
し
込
み
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
同
意
あ
る
い
は
不
同
意
の
判
断

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
定
め
た
法
三
二
条
一
項
は
、
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
に
よ
っ
て
既
存
の
公

共
施
設
の
機
能
を
損
な
う
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
変
更
を
伴
う
と
き
は
そ
れ
を
適
正
に
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
（
前
掲
注
（
２
））。
こ
の
こ
と
は
、
同
条
三
項
が
、「
前
二
項
に
規
定
す
る
公
共
施
設
の
管
理
者
又
は
公
共
施
設
を
管
理
す
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る
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
前
二
項
の
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
事

か
ら
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

同
条
三
項
は
、
平
成
一
二
年
の
都
市
計
画
法
の
改
正
に
よ
り
、
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
意
制
度
に
新
た
な
趣
旨
を
加
え

た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
、
同
意
は
「
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
観
点
」
か
ら
な
さ
れ
る
よ
う
通
達�
に
よ
り
指
導
さ
れ

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
だ
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
た
運
用
が
行
わ
れ
て
い
る
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
趣
旨
を
明
確
化
し
、
徹
底
さ

せ
る
た
め
に
改
正
、
付
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る�
。

　
�
　

し
た
が
っ
て
、
開
発
行
為
に
よ
り
既
存
の
公
共
施
設
の
機
能
が
損
な
わ
れ
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
開
発
行
為
が
公
共
施
設
に
な
ん

ら
悪
影
響
を
与
え
な
い
場
合
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
は
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
が
あ
と
解
さ
れ
る�
。
す
な
わ
ち
、
公
共
施
設

の
管
理
者
は
、
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
の
裁
量
判
断
の
誤
り
に
基
づ
い
て
不
同
意
は
な
し
得
な
い
。
ま
た
公
共

施
設
の
適
切
な
管
理
の
確
保
の
観
点
と
は
無
関
係
な
、
た
と
え
ば
、
当
該
自
治
体
の
ま
ち
づ
く
り
の
理
念
に
合
わ
な
い
用
途
の
建
築
物
で

あ
る
、
開
発
区
域
の
近
隣
住
民
が
開
発
計
画
に
反
対
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
事
業
者
が
負
担
金
に
応
じ
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
ど
を
理
由

と
し
て
、
同
意
の
拒
否
は
で
き
な
い
し
、
同
意
の
不
作
為
も
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
公
共
施
設
の
管
理
者
が
し
た
同
意
拒
否
や
不
作
為
は
、
同
意
制
度
の
趣
旨
を
逸
脱
・
濫
用
し
た
運
用
と
し
て
、

違
法
性
を
帯
び
る
と
解
さ
れ
る
。

　

以
下
に
お
い
て
は
、
現
在
の
同
意
制
度
を
前
提
と
し
て
、
解
釈
論
に
よ
り
、
不
同
意
の
違
法
性
を
主
張
す
る
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分

取
消
請
求
訴
訟
の
提
起
の
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
よ
う
。
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Ⅴ　

開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
の
可
能
性

　

さ
て
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
拒
否
の
違
法
性
を
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
で
争
う
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
を
認
め
る
見
解
も
な
く
は
な
い�
が
、
そ
の
根
拠
は
、
さ
ほ
ど
詳
述
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

以
下
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
�
　

ま
ず
、
実
際
に
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
が
問
題
と
な
る
場
合
は
、
開
発
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
が
、
公
共
施
設
の
管
理
者

が
、
そ
れ
は
公
共
施
設
の
機
能
を
損
な
う
開
発
行
為
の
申
請
で
あ
る
と
判
断
し
不
同
意
の
対
応
を
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
開
発
許
可
申

請
者
が
、
そ
れ
は
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
に
関
す
る
裁
量
判
断
に
誤
り
が
あ
る
、
あ
る
い
は
公
共
施
設
の
管
理
と
は
無
関
係
な
他
事
考

慮
等
に
基
づ
く
不
同
意
で
あ
る
と
判
断�
し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
共
施
設
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
開
発
行
為
で
あ
る
か

否
か
に
つ
い
て
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
判
断
と
開
発
許
可
申
請
者
の
判
断
と
が
食
い
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
�
　

こ
の
よ
う
な
場
合
、
開
発
許
可
申
請
者
が
、
同
意
書
無
添
付
で
開
発
許
可
を
申
請
し
た
と
し
た
ら
、
知
事
等
の
開
発
許
可
権
者

は
、
こ
の
申
請
に
対
し
て
行
政
手
続
法
（
以
下
「
行
手
法
」
と
略
す
。）
の
下
で
ど
の
よ
う
な
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

申
請
が
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
、
同
意
書
の
添
付
の
な
い
開
発
許
可
申
請
は
、
申
請
の
形
式
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

よ
う
な
申
請
は
法
制
度
上
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
不
添
付
を
理
由
と
し
て
、
処
分
庁
が
取
下
げ
を
強
要
し
た
り
、
返
戻
す
る
な
ど
の
対

応
を
す
る
こ
と
は
、
行
手
法
上
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
（
行
手
法
七
条
）。
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
判
断
が
客
観
的
に

見
て
、
ま
っ
た
く
瑕
疵
が
な
く
適
法
で
あ
り
、
逆
に
、
開
発
許
可
申
請
者
の
判
断
に
、
た
と
え
何
人
が
見
て
も
、
一
見
明
白
に
し
て
重
大
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な
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
意
書
不
添
付
を
理
由
と
し
て
、
申
請
書
の
取
下
げ
の
強
要
、
返
戻
の
対
応
を
す
る
こ
と
は
、
行
手
法
に

反
す
る
措
置
と
い
え
る
で
あ
ろ
う�
。

　

申
請
が
処
分
庁
の
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
、
処
分
庁
に
は
、「
遅
滞
な
く
」
審
査
義
務
が
生
ず
る
と
解
さ
れ
る
。
行
手
法
七
条
は

「
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
た
と
き
は
遅
滞
な
く
当
該
申
請
の
審
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
と
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
申
請
に
対
す
る
審
査
と
し
て
は
、
ま
ず
、
第
一
に
形
式
要
件
の
審
査
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
形
式
要
件
の
審
査
と
は
、

申
請
書
の
記
載
事
項
、
添
付
書
類
、
申
請
期
間
そ
の
他
の
政
令
に
定
め
ら
れ
た
形
式
上
の
要
件
の
審
査
で
あ
る�
。
形
式
要
件
の
不
備
が
発

見
さ
れ
な
け
れ
ば
、
直
ち
に
申
請
の
諾
否
に
関
す
る
実
体
（
質
）
要
件
の
審
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
形
式
要
件
の
不
備
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
申
請
に
際
し
同
意
書
の
不
添
付
と
い
う
申
請
の
形
式
要
件
を
欠
い
て

い
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
処
分
庁
は
開
発
許
可
申
請
者
に
対
し
、「
相
当
の
期
間
を
定
め
て
当
該
申
請
の
補
正
を
求
め
」
る
か
、
手

続
的
不
備
、
形
式
要
件
に
不
備
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
当
該
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」（
行
手
法
七
条
）
と
い
う
対
応
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

補
正
要
求
を
す
る
か
申
請
拒
否
処
分
す
る
か
は
、
処
分
庁
の
裁
量
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
補
正
を

求
め
る
こ
と
が
原
則
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で�
、
通
常
は
、
補
正
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

し
か
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
に
よ
る
同
意
書
不
添
付
の
場
合
は
、
補
正
を
求
め
ら
れ
て
も
、
同
意
書
不
添
付
の
原
因
は
公

共
施
設
の
管
理
者
の
側
に
あ
り
、
申
請
者
自
身
の
側
の
不
手
際
で
同
意
書
が
添
付
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
申
請
者
が

補
正
に
応
じ
よ
う
と
、
再
度
、
同
意
を
求
め
た
と
し
て
も
、
同
意
は
得
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
通
常
、
ほ
と
ん
ど
補
正
に
は
応
じ
ら
れ

（　
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な
い
結
果
に
な
る
と
思
わ
れ
る�
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
開
発
許
可
権
者
と
し
て
は
拒
否
処
分
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る

と
解
さ
れ
る
。

　
�
　

開
発
許
可
権
者
に
よ
る
申
請
の
拒
否
処
分
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、「
理
由
付
記
」、
す
な
わ
ち
行
手
法
八
条
に
よ
れ
ば
「
理
由
の
提

示
」
が
必
要
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
意
書
不
添
付
と
い
う
形
式
的
要
件
を
満
た
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
拒
否
処
分
に
も
理
由
の

提
示
が
必
要
で
あ
る�
。

　

拒
否
処
分
に
つ
き
提
示
さ
れ
る
理
由
の
内
容
・
程
度
は
、
処
分
の
性
質
と
理
由
付
記
を
命
じ
た
各
法
律
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
こ

れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
単
に
根
拠
条
文
の
提
示
だ
け
で
は
理
由
の
提
示
と
し
て
は
不
充
分
で
、
い
か
な
る
具
体
的
事

実
に
基
づ
き
拒
否
処
分
が
行
わ
れ
た
か
申
請
者
に
認
識
し
う
る
程
度
の
理
由
の
提
示
が
必
要
と
解
さ
れ
て
い
る�
。
理
由
の
提
示
の
意
義

は
、
手
続
的
公
正
さ
だ
け
で
な
く
、
実
体
的
公
正
さ
の
担
保
に
も
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
書
不
添
付
に
よ
る
拒
否
処
分
の
場
合
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
不
同
意
の

実
質
的
理
由
を
審
査
し
て
、
拒
否
処
分
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
通
常
は
、
開
発
許
可
権
者
は
、
同
意
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た

か
、
添
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
外
形
的
、
形
式
的
審
査
に
よ
り
拒
否
処
分
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
理
由
の
提
示
と
い
っ
て

も
ご
く
簡
単
な
理
由
し
か
提
示
し
え
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う�
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
理
由
の
提
示
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を

持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
�
　

つ
ぎ
に
、
同
意
書
の
添
付
が
な
い
申
請
要
件
を
欠
い
た
不
適
法
な
申
請
だ
と
し
て
な
さ
れ
た
拒
否
処
分
に
は
、
処
分
性
が
認
め
ら

れ
て
お
り�
、
開
発
許
可
申
請
者
は
、
開
発
許
可
権
者
を
被
告
と
し
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て
行
政
訴
訟
（
行
政
訴
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訟
ば
か
り
で
な
く
「
審
査
請
求
」
も
含
む
。
な
お
、
法
二
九
条
の
開
発
許
可
に
か
か
る
取
消
訴
訟
の
提
起
に
際
し
て
は
、
法
五
二
条
に
よ

り
「
審
査
請
求
前
置
主
義
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。）
を
提
起
し
う
る
と
解
さ
れ
る
。

　

開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
で
は
、
原
告
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
は
、
申
請
者
の
側
の
責
任
で
は
な
く
、
公

共
施
設
の
管
理
者
の
側
の
違
法
な
不
同
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
不
同
意
は
、
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
と
い

う
観
点
と
は
無
関
係
な
、
い
わ
ゆ
る
他
事
考
慮
等
に
よ
り
為
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
裁
量
判
断
に
は
踰
越
、
濫
用
が
あ
り
違
法
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
同
意
書
の
不
添
付
を
理
由
と
す
る
申
請
拒
否
は
、
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
解
さ
れ
る�
。

　

以
上
は
、
行
政
手
続
法
の
、
申
請
に
対
す
る
処
分
に
則
っ
て
説
明
し
た
が
、
行
政
手
続
法
の
制
定
前
で
も
採
り
う
る
ひ
と
つ
の
考
え
方

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
�
　

さ
て
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
で
、
原
告
が
同
意
書
の
不
添
付
を
理
由
と
す
る
拒
否
処
分
は
違
法
だ
と
主
張
し

う
る
と
解
さ
れ
る
理
由
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
法
三
三
条
一
項
は
、
開
発
許
可
の
技
術
基
準
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
一
項
柱
書
き
は
、「
都
道
府
県
知
事
は
、
開

発
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
か
か
る
開
発
行
為
が
、
次
に
掲
げ
る
基
準
（
…
…
）
に
適
合
し
て
お
り
、
か

つ
、
そ
の
申
請
の
手
続

�
�
�
�
�

（
傍
点
筆
者
）
が
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
開

発
許
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。

　

こ
の
条
文
に
よ
る
と
、
開
発
許
可
が
申
請
さ
れ
た
と
き
ク
リ
ア
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
準
は
、
同
項
一
号
な
い
し
一
四
号
の
技
術
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基
準
と
「
申
請
の
手
続
」
が
適
法
で
あ
る
こ
と
で
あ
る�
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
が
審
査
対
象
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
申
請
の
手
続
」
と
は
、
開
発
許
可
の
申
請
の
た
め
の
手
続
の
こ
と
で
あ
る
。
都
市
計
画
法
上
、
開
発
許
可
の
申
請
の
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
手
続
き
が
要
求
さ
れ
て
お
り�
、
法
三
二
条
の
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
書
の
添
付
手
続
は
、
要
求
さ
れ
る
手
続
き
の
う
ち
で
も
重

要
な
手
続
き
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
い
う
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
書
の
添
付
手
続
の
審
査
は
、
た
だ
単
に
同
意
書
の
添
付
が
あ
っ
た
か
否
か
を
審
査
す
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
同
意
書
不
添
付
で
申
請
が
な
さ
れ
て
き
た
場
合
は
、
同
意
書
不
添
付
の
原
因
で
あ
る
不
同
意
が
実
体

的
に
適
法
か
否
か
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う�
。

　

こ
の
よ
う
に
、
申
請
の
手
続
き
の
審
査
で
は
、
不
同
意
が
実
体
的
に
も
適
法
で
あ
る
こ
と
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る�
。
不

同
意
が
実
体
的
に
適
法
で
あ
っ
て
初
め
て
「
申
請
の
手
続
」
が
適
法
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

法
三
三
条
一
項
柱
書
き
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
発
許
可
申
請
者
は
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
違
法
を
開
発

許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
に
よ
っ
て
争
い
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
不
同
意
に
違
法
が
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
れ

ば
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
は
取
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
�
　

開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
で
は
、
被
告
は
開
発
許
可
権
者
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
開
発
許
可
権
者
と
公
共
施
設
の
管

理
者
が
同
一
で
な
い
場
合
、
知
事
等
の
開
発
許
可
権
者
は
市
町
村
の
関
係
公
共
施
設
に
つ
い
て
具
体
的
管
理
権
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、

公
共
施
設
の
管
理
に
精
通
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
で
あ
る
開
発
許
可
権
者
は
不
同
意
の
違
法
性
を
主
張
さ
れ
て
も
、
十
分
な

反
論
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
肝
心
の
公
共
施
設
の
管
理
者
が
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
場
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
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る
た
め
、
不
同
意
の
判
断
を
し
た
公
共
施
設
の
管
理
者
に
訴
訟
参
加
（
行
訴
法
二
二
条
・
二
三
条
）
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る

（
審
査
請
求
の
場
合
は
、
行
審
法
二
四
条
の
「
参
加
人
」
あ
る
い
は
関
係
人
と
し
て
の
出
頭
（
都
計
法
五
〇
条
三
項
）
の
制
度
に
よ
る
こ

と
に
な
る
）。

　

ま
た
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
不
同
意
が
違
法
と
判
断
さ
れ
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
が
取
消
さ
れ

る
と
、
判
決
の
拘
束
力
（
行
訴
法
三
三
条
、
行
審
法
四
三
条
）
に
よ
り
、
関
係
行
政
庁
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
公
共
施
設
の
管

理
者
は
不
同
意
を
取
消
し
、
同
意
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
解
さ
れ
る
。

Ⅵ　

国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
よ
る
救
済
は
充
分
か

　

「
最
高
裁
判
例
解
説
」
は
、
不
同
意
の
違
法
性
を
争
う
に
は
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
て
お
ら

れ
る
。
し
か
し
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
は
、
原
告
の
救
済
手
段
と
し
て
充
分
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
は
、
取
消
訴

訟
ほ
ど
の
違
法
行
政
抑
止
機
能
（
あ
る
い
は
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
の
維
持
機
能
）
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
が
、
積
極
的

に
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
争
う
救
済
手
段
と
し
て
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
だ
け
で
充
分
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。

　

こ
の
点
を
以
下
で
検
討
し
よ
う
。

　
�
　

取
消
訴
訟
で
は
、
一
般
に
、
処
分
性
、
原
告
適
格
、
訴
え
の
利
益
等
の
訴
訟
要
件
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
開
発
許
可
申

請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
で
は
、
審
査
請
求
前
置
（
法
五
二
条
）
を
経
て
、
出
訴
期
間
（
行
訴
法
一
四
条
）（
審
査
請
求
の
場
合
は
「
不
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服
申
立
て
期
間
」（
行
審
法
一
四
条
））
さ
え
満
た
せ
ば
問
題
と
な
り
そ
う
な
訴
訟
要
件
は
な
い
（
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴

訟
の
場
合
は
「
訴
え
の
利
益
の
消
滅
（
行
訴
法
九
条
か
っ
こ
書
き
）」
は
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
公
共
施
設
の
管
理

者
の
同
意
の
違
法
を
開
発
許
可
取
消
請
求
訴
訟
（
前
掲
注
（　

））
で
争
う
場
合
は
、「
訴
え
の
利
益
の
消
滅
」
の
問
題
が
あ
り
う
る
。）。

３４

そ
し
て
、
本
案
審
理
で
は
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
適
法
性
に
係
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
適
法
性
の
審
理
が
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で
争
う
場
合
は
、
国
家
賠
償
法
一
条
一
号
の
下
で
、
公
務
員
の

公
権
力
の
行
使
に
よ
る
賠
償
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
制
定
法
上
、
国
家
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
争
う
場
合
、
そ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
、
故
意
・
過
失
と

違
法
性
が
問
題
と
な
ろ
う
。

　

違
法
性
と
は
当
該
行
為
た
る
不
同
意
の
違
法
と
い
う
客
観
的
要
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
故
意
・
過
失
と
は
当
該
行
為
者
た
る
公
共

施
設
の
管
理
者
の
故
意
・
過
失
と
い
う
主
観
的
要
件
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
賠
償
請
求
の
場
合
は
、
取
消
訴
訟
に
比
べ

る
と
、
原
告
が
勝
訴
す
る
た
め
に
は
、
公
務
員
の
し
た
行
為
に
違
法
性
が
あ
る
こ
と
の
ほ
か
に
公
務
員
の
行
為
（
公
権
力
の
行
使
）
に
故

意
・
過
失
が
あ
る
こ
と
も
要
求
さ
れ
る
。

　
�
　

と
こ
ろ
で
、
故
意
・
過
失
に
つ
い
て
、
国
家
賠
償
責
任
の
考
え
方
に
関
す
る
通
説
の
代
位
責
任
説
に
よ
る
と
、
故
意
と
は
、
公
務

員
が
職
務
を
執
行
す
る
に
当
た
り
、
自
分
の
行
為
に
よ
っ
て
違
法
な
事
実
が
発
生
す
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
あ
え
て
こ
れ
を
行
う
場
合

を
い
い
、
過
失
と
は
、
注
意
義
務
を
欠
い
た
め
、
そ
の
発
生
を
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
認
識
し
な
い
で
こ
れ
を
行
う
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場
合
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る�
。
故
意
・
過
失
の
認
定
は
、
具
体
的
に
は
、
法
令
の
解
釈
適
用
、
要
件
事
実
の
認
定
、
客
観
的
事
実
の
認
識

の
誤
り
な
ど
に
つ
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
故
意
・
過
失
の
認
定
は
難
し
く
、
上
告
審
で
破
棄
さ
れ
る
事
件
が
多
く
見
ら
れ
、
最
高
裁
で
の
過
失
の
認
定
は
厳
し
い
と
の

評
価
が
あ
る�
。

　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
に
故
意
・
過
失
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
平
成
七
年
最
高
裁
判
決

の
事
案
に
お
い
て
、
盛
岡
市
に
対
す
る
国
家
賠
償
請
求
に
関
し
て
、
控
訴
審
判
決
（
前
掲
仙
台
高
判
平
成
五
年
九
月
一
三
日
）
は
、
こ
の

事
案
に
お
け
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
は
、「
本
来
、
不
同
意
と
は
で
き
な
い
理
由
で
不
同
意
及
び
協
議
拒
否
を
し
た
も
の
で
あ

り
、
違
法
な
職
務
の
執
行
で
あ
る
」（
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
八
九
頁
）
と
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
違
法
性
を
認
め
た
。

し
か
し
、
公
共
施
設
の
管
理
者
が
し
た
、
不
同
意
の
判
断
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
と
し
て
の
法
律
解
釈
と
し
て
は
、
故
意
・
過
失
が
な

い
と
し
て
、
原
告
の
国
家
賠
償
請
求
を
棄
却
し
た
（
七
〇
九
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
は
、
法
解
釈
に
つ
い

て
の
も
の
な
の
で
、
故
意
・
過
失
の
認
定
が
難
し
い
と
思
わ
れ
る�
。
し
た
が
っ
て
、
不
同
意
の
違
法
が
認
め
ら
れ
て
も
、
多
く
の
場
合
、

故
意
・
過
失
が
容
易
に
認
め
ら
れ
な
く
て
国
家
賠
償
請
求
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
�
　

次
に
、
違
法
性
で
あ
る
が
、
取
消
訴
訟
に
お
け
る
違
法
性
（
以
下
「
取
消
違
法
」
と
い
う
。）
と
国
家
賠
償
請
求
に
お
け
る
違
法

（
以
下
「
国
賠
違
法
」
と
い
う
。）
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
。
国
賠
違
法
が
取
消
違
法
よ
り
広
い
場
合
も
あ
り
う
る
と
す
る
見
解
も

な
い
わ
け
で
は
な
い�
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
取
消
違
法
が
認
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
、
国
家
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
、
取
消
違
法
は
認
め
ら
れ
る
が
、
国
賠
違
法
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ

（　

）
３６

（　

）
３７

（　

）
３８

（　

）
３９
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
国
家
賠
償
訴
訟
に
お
い
て
、
違
法
性
を
故
意
・
過
失
と
別
個
に
判
断
す
る
の
で
な
く
、
一
元
的
に
判

断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
主
に
裁
判
実
務
上
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違
法
性
の
判
断
方
法
は
、
職
務
行
為
基
準
説
と

称
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
国
賠
法
に
お
け
る
違
法
を
、
客
観
的
法
規
範
違
反
と
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
職
務
上
の
注
意

義
務
違
反
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
国
賠
違
法
と
取
消
違
法
は
相
違
す
る
と
す
る
も
の
で
、
た
と
え
取
消
違
法
が
あ
っ
た
と

し
て
も
公
務
員
に
職
務
上
の
注
意
義
務
違
反
が
な
い
、
す
な
わ
ち
過
失
が
な
け
れ
ば
国
賠
違
法
は
な
い
と
解
す
る
も
の
で
あ
る�
。

　

し
た
が
っ
て
、
も
し
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
争
う
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
判
決
が
職
務
行
為
基
準
説
に
よ
る
と
き

は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
判
断
に
つ
い
て
職
務
上
の
注
意
義
務
違
反
（
過
失
）
が
な
い
と
さ
れ
る
と
、
不
同
意
に
取
消
違
法

が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
不
同
意
に
は
、
国
賠
法
一
条
一
項
の
違
法
性
が
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
不
同
意
が
違
法

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
決
文
の
表
面
に
出
て
こ
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
も
し
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
職
務
行
為
基
準
説
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
不
同
意
に
違
法
は
あ
っ
た
が
、
職
務
上
の

注
意
義
務
違
反
（
過
失
）
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
原
告
敗
訴
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
判
決
文
に
不
同
意
の
違
法
が
記
載
さ
れ
、
こ
の
こ

と
に
よ
り
、
公
共
施
設
の
管
理
者
に
よ
る
不
同
意
の
職
権
取
消
し
が
な
さ
れ
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
結
果
と
し
て
、
制
裁
機
能
、
違
法

行
政
抑
止
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
判
決
が
職
務
行
為
基
準
説
に
よ
る
と
、
故
意
・
過
失
が
な
い
と
不
同
意

に
つ
い
て
違
法
の
判
断
が
な
さ
れ
な
い
の
で
、
国
賠
請
求
訴
訟
の
制
裁
機
能
、
違
法
行
政
抑
止
機
能
も
期
待
で
き
な
い
結
果
に
な
る
場
合

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る�
。

　

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
は
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
に
出
訴
期
間
の
徒
過
が
あ
る
と
い
う
よ
う
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な
場
合
は
、
当
然
こ
れ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
意
義
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
に
は
、
以
上
に
述
べ
た

よ
う
な
、
救
済
方
法
と
し
て
必
ず
し
も
充
分
で
な
い
側
面
が
あ
り
、
ま
た
制
裁
機
能
、
違
法
行
政
抑
止
機
能
も
充
分
で
な
い
側
面
も
あ
る

と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
る
と
、
違
法
な
不
同
意
を
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
に
よ
り
争
う
方
法
を
検
討
す

る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

Ⅶ　

お
わ
り
に

　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決
に
関
す
る
「
最
高
裁
判
例
解
説
」
が
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
争
う
方
法
は
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
が
残

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
以
外
に
行
政
訴
訟
の
提
起
は
な
し
え
な
い
と
述
べ
て
以
来
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
公
共
施
設
の
管

理
者
の
不
同
意
を
争
う
行
政
訴
訟
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
最
高
裁
判
例
解
説
」
の
影
響
は
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
か�
。

　

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
違
法
を
争
う
お
う
と
す
る
と
き
は
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処

分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
、
そ
の
取
消
訴
訟
で
不
同
意
の
違
法
を
争
い
う
る
と
す
る
見
解
は
、
確
か
に
見
ら
れ
る�
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
見
解
を
述
べ
る
論
者
は
、
こ
の
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
の
認
識
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
認
め
ら
れ
る
論
拠
を
詳

述
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
実
は
、
筆
者
も
、
自
分
な
り
の
理
解
で
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
認
め
ら
れ
る
と
漠
然
と
認
識
し
て
き
た
。
筆

者
が
委
員
を
努
め
て
い
る
開
発
審
査
会
で
は
、
筆
者
が
委
員
を
努
め
る
前
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
と

の
認
識
の
下
で
、
不
同
意
を
争
う
た
め
の
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
審
査
請
求
の
提
起
を
認
め
、
不
同
意
の
実
体
審

理
を
し
、
裁
決
を
下
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る�
。
し
か
し
、「
最
高
裁
判
例
解
説
」
の
存
在
も
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
訴
訟
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（
審
査
請
求
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
若
干
の
疑
念
を
抱
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
訳
で
、
法
文
の
解
釈
そ
の
他
に
誤
解
が
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
充
分
と
は
い
え
な
い
が
、
現
時
点
に
お
け
る
筆
者
の
考
え
方

の
整
理
と
い
う
意
味
で
、
多
く
の
批
判
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
の
提
起
の
可
能
性
の
検
討

を
、
あ
く
ま
で
も
試
論
と
い
う
形
で
述
べ
さ
せ
て
頂
い
た
。

（
１
）　

行
政
処
分
は
、
通
常
、
単
独
の
組
織
単
位
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
行
政
処
分
・
行
政
計
画
・
行
政
立
法
と
い

う
よ
う
な
行
政
庁
の
行
為
に
関
し
て
、
行
政
組
織
全
体
の
な
か
の
異
な
っ
た
組
織
単
位
相
互
の
間
で
と
ら
れ
る
各
種
の
手
続
き
が
要
請
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
の
行
政
庁
の
権
限
に
属
す
る
案
件
が
他
の
行
政
庁
の
所
管
事
項
と
関
連
す
る
た
め
に
、
前
者
か
ら
後
者
に
た
い
し
て
、
同
意
、
協
議
、

承
認
、
意
見
聴
取
、
措
置
要
求
等
と
い
う
よ
う
な
組
織
間
で
の
手
続
を
と
る
こ
と
が
法
制
度
上
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
組
織
間

手
続
は
、
一
定
の
行
政
目
的
を
達
成
す
る
為
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
行
政
庁
の
行
為
が
な
さ
れ
る
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
重
要
な
役
割
を
演

ず
る
。
都
市
計
画
法
三
二
条
で
定
め
る
開
発
許
可
を
申
請
す
る
場
合
に
必
要
と
さ
れ
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
あ
る
い
は
協
議
も
こ
の
よ
う
な
組
織

間
手
続
の
ひ
と
つ
と
解
さ
れ
な
く
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
組
織
間
手
続
を
定
め
た
法
令
の
規
定
は
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
ち
づ
く
り
に
係
わ
る
都
市
計
画
法
、
建
築
基
準
法
を
見
た
だ
け
で
も
、
た
と
え

ば
、
都
計
法
三
三
条
五
項
、
消
防
法
七
条
・
建
基
法
九
三
条
の
消
防
同
意
、
都
計
法
施
行
規
則
六
〇
条
の
適
合
証
明
書
、
建
築
基
準
法
四
三
条
一
項
た
だ

し
書
き
・
四
八
条
一
三
項
た
だ
し
書
き
の
建
築
審
査
会
の
同
意
等
そ
の
例
は
多
い
。
組
織
間
手
続
に
関
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
小
早
川
光
郎
「
行
政
内
部

手
続
と
外
部
法
関
係
」
兼
子
仁
・
磯
部
力
編
『
手
続
的
行
政
法
学
の
理
論
』
一
〇
四
頁
（
一
九
九
五
頁
）、
遠
藤
文
夫
「
行
政
機
関
相
互
の
関
係
」
雄
川
一

郎
ほ
か
編
『
現
代
行
政
法
大
系
七
（
行
政
組
織
）』
一
八
五
頁
（
一
九
八
五
年
）、
畠
山
武
道
「
許
認
可
の
際
の
同
意
の
性
質
－
行
政
行
為
概
念
再
考
の
一

素
材
と
し
て
（
一
）（
二
）（
三
）（
四
・
完
）」
民
商
六
九
巻
一
号
六
〇
頁
、
五
号
八
四
〇
頁
、
七
〇
巻
二
号
二
六
六
頁
・
五
号
八
二
二
頁
（
一
九
七
三
年
、

一
九
七
四
年
）、
荒
木
修
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
建
築
許
可
の
規
律
内
容
」
阪
大
法
学
五
一
巻
一
号
二
六
五
頁
（
通
巻
二
一
一
号
）（
二
〇
〇
一
年
）
を
参
照

一
○
二

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
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六
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さ
れ
た
い
。

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
公
共
施
設
に
は
私
人
の
管
理
す
る
道
路
（
私
道
）、
緑
地
、
広
場
等
も
予
定
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
公
共
施
設
の
管

理
者
に
は
私
人
も
含
ま
れ
る
場
合
が
あ
り
、
都
計
法
三
二
条
の
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
は
、
必
ず
し
も
行
政
組
織
間
手
続
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
制
度
は
、
む
し
ろ
、
開
発
許
可
申
請
が
あ
っ
た
と
き
開
発
許
可
に
先
立
っ
て
行
政
指
導
に
基
づ
き
申
請
者

に
対
し
て
要
請
さ
れ
る
近
隣
住
民
の
同
意
の
制
度
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

（
２
）　

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
民
間
宅
地
指
導
室
監
修
『
全
訂
（
改
訂
八
版
）
開
発
許
可
制
度
の
解
説
』
一
三
五
頁
（
二
〇
〇
二
年
）。
本
文
の
内
容
を
敷
衍

す
れ
ば
、「
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
は
、
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
に
よ
っ
て
既
存
の
公
共
施
設
の
機
能
を
損
な
う
事
の
な
い
よ
う
に

す
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
、
変
更
を
伴
う
時
は
そ
れ
を
適
正
に
行
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
同
意
は
、
開
発
行
為
の
う
ち
、

関
係
の
あ
る
部
分
い
つ
い
て
行
わ
れ
れ
ば
足
り
る
。」
と
し
て
い
る
（
一
三
五
頁
）。
ま
た
、「
協
議
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
の
は
、
開
発
行
為
に
よ
り
設

置
さ
れ
る
公
共
施
設
の
管
理
の
適
正
を
期
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
開
発
行
為
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
公
共
施
設
は
、
適
切
に
管
理
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、

こ
の
た
め
、
公
共
施
設
の
管
理
者
と
な
る
べ
き
者
と
開
発
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
協
議
を
あ
ら
か
じ
め
行
わ
せ
、
こ
れ
を
確
保
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（
一
三
七
頁
）。
な
お
、
建
設
省
都
市
局
都
市
計
画
課
編
『
都
市
計
画
法
解
説
』
一
六
〇
頁
（
一
九
七
〇
年
）、
三
橋
壮
吉

『
都
市
計
画
法
（
特
別
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
）』
一
六
九
頁
（
一
九
七
三
年
）、
吉
田
公
二
編
著
『
都
市
計
画
（
新
時
代
の
都
市
計
画
二
）』
二
五
六
頁
﹇
隈

元
道
雄
執
筆
﹈（
一
九
八
五
年
）
も
参
照
。

（
３
）　

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
民
間
宅
地
指
導
室
監
修
・
前
掲
注
（
２
）
一
三
八
頁
、
建
設
省
都
市
局
都
市
計
画
課
監
修
『
逐
条
問
答　

都
市
計
画
法
の
運

用
﹇
第
二
次
改
訂
版
﹈』
三
六
五
頁
（
一
九
九
〇
年
）。
ま
た
、
判
例
と
し
て
盛
岡
地
判
平
成
三
年
一
〇
月
二
八
日
行
集
四
二
巻
一
〇
号
一
六
九
二
頁
、
仙
台

高
判
平
成
五
年
九
月
一
三
日
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
八
八
頁
な
ど
を
参
照
。

（
４
）　

同
意
拒
否
取
消
訴
訟
で
争
わ
れ
る
対
象
は
、
同
意
拒
否
で
あ
り
、
同
意
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
同
意
拒
否
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ

れ
る
が
、
同
意
拒
否
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
同
意
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
裏
腹
の
関
係
で
あ
り
、
同
じ
意
味
・
内
容
と
考
え
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
意
拒
否
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
意
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
不
作
為
違
法
確
認
訴

訟
は
、
同
意
を
行
政
処
分
と
見
立
て
て
提
起
す
る
訴
訟
で
あ
る
の
で
、
同
意
に
処
分
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
不
作
為
の
違
法
確
認
訴
訟
の
提
起
は
不
適

一
○
三

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
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争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
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試
論
）�
同
志
社
法
学　
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法
却
下
と
な
る
。

な
お
、
同
意
拒
否
で
は
な
く
同
意
そ
の
も
の
を
争
う
、
た
と
え
ば
、
開
発
区
域
の
近
隣
住
民
が
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
の
取
消
を
求
め
て
争
う
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
は
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
判
例
に
現
れ
た
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
め
ぐ
る
実
際

の
訴
訟
は
、
い
ず
れ
も
同
意
拒
否
、
同
意
の
不
作
為
を
争
う
場
合
だ
け
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
掲
注
（　

）
を
参
照
。

３４

（
５
）　

ち
な
み
に
、
協
議
の
処
分
性
に
関
し
て
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
こ
と
に
学
説
・
判
例
は
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
問
題
は
な
い
。
学
説
と
し

て
、
宇
賀
克
也
「
判
批
（
時
の
判
例
）」
ジ
ュ
リ
九
〇
六
号
五
五
頁
（
一
九
八
八
年
）、
同
「
判
批
（
下
級
審
・
時
の
判
例
）」
ジ
ュ
リ
一
〇
六
一
号
一
二
二

頁
（
一
九
九
五
年
）
が
あ
る
。
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
八
日
判
時
一
二
七
二
号
九
三
頁
、
盛
岡
地
判
平
成
三
年
一
〇
月
二
八
日
行
集

四
二
巻
一
〇
号
一
六
八
六
頁
、
こ
の
控
訴
審
判
決
、
仙
台
高
判
平
成
五
年
九
月
一
三
日
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
七
一
頁
が
あ
る
。
な
お
、
協
議
が
整
っ

た
場
合
に
お
け
る
合
意
の
拘
束
性
に
つ
い
て
、
大
阪
地
判
昭
和
六
一
年
一
〇
月
二
八
日
判
時
一
二
二
四
号
号
九
頁
、
大
阪
高
判
昭
和
六
三
年
六
月
二
一
に

判
タ
六
七
六
号
七
〇
頁
を
参
照
。

（
６
）　

処
分
性
を
肯
定
す
る
学
説
と
し
て
、
阿
部
泰
隆
「
都
市
計
画
法
三
二
条
に
い
う
開
発
許
可
に
対
す
る
公
共
施
設
管
理
者
の
同
意
」『
行
政
法
の
解
釈
』
二

八
九
頁
（
一
九
九
〇
年
）（
判
例
評
論
三
五
九
号
七
頁
（
判
時
一
二
九
一
号
一
六
九
頁
）（
一
九
八
九
年
））、
山
村
恒
年
「
判
批
」
判
例
自
治
一
三
一
号
六

六
頁
（
一
九
九
五
年
）、
見
上
崇
洋
「
判
批
」
民
商
一
一
四
巻
二
号
二
九
一
頁
（
一
九
九
六
年
）
が
あ
る
。
判
例
と
し
て
、
仙
台
高
判
平
成
五
年
九
月
一
三

日
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
七
一
頁
が
あ
る
。
な
お
、
北
村
喜
宣
「
判
批
」
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
﹇
第
四
版
﹈
四
〇
六
頁
（
一
九
九
九
年
）
は
肯
定
説
か
。
ま

た
、
田
村
泰
俊
「
判
批
」
東
京
国
際
大
学
論
集
（
経
済
学
部
編
）
一
五
号
七
五
頁
（
一
九
九
六
年
）、
高
野
修
「
判
批
」
平
成
七
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ

ュ
リ
一
〇
九
一
号
）
三
二
頁
（
一
九
九
六
頁
）、
馬
橋
隆
紀
＝
大
熊
克
則
「
判
例
最
前
線
＝
都
計
法
三
二
条
の
『
同
意
』
に
賛
否
両
論
」
判
例
自
治
一
四
六

号
九
頁
（
一
九
九
六
年
）
も
参
照
。

（
７
）　

処
分
性
を
否
定
す
る
学
説
と
し
て
、
宇
賀
・
前
掲
注
（
５
）
ジ
ュ
リ
九
〇
六
号
五
五
頁
・
ジ
ュ
リ
一
〇
六
一
号
一
二
三
頁
、
櫻
井
敬
子
「
判
批
」
自
研

七
一
巻
六
号
一
一
三
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）。
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
八
日
行
集
三
九
巻
一
＝
二
号
四
頁
、
盛
岡
地
判
平
成
三
年

一
〇
月
二
八
日
行
集
四
二
巻
一
〇
号
一
六
八
六
頁
、
水
戸
地
判
平
成
六
年
九
月
二
七
日
判
例
自
治
一
四
一
号
三
四
頁
が
あ
る
。

（
８
）　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決
の
事
実
関
係
、
一
審
判
決
（
盛
岡
地
判
平
成
三
年
一
〇
月
二
八
日
行
集
四
二
巻
一
〇
号
一
六
八
六
頁
）、
控
訴
審
判
決
（
平
成
五

一
○
四

都
計
法
三
二
条
に
係
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公
共
施
設
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管
理
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試
論
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年
九
月
一
三
日
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
七
一
頁
）
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

開
発
許
可
を
申
請
し
よ
う
と
し
た
原
告
・
会
社
（
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
山
林
約
一
〇
万
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
い
て
、
都
計
法
二
九
条
の
開
発
行

為
許
可
申
請
の
事
前
準
備
と
し
て
、
公
共
施
設
の
管
理
者
で
あ
る
被
告
・
盛
岡
市
長
、
盛
岡
地
区
広
域
行
政
事
務
組
合
消
防
長
（
被
控
訴
人
・
上
告
人
。
以

下
「
盛
岡
市
長
等
」
と
い
う
。）
に
対
し
都
計
法
三
二
条
の
同
意
お
よ
び
協
議
を
求
め
た
。
し
か
し
、
被
告
・
盛
岡
市
長
等
は
、
本
件
開
発
行
為
は
、
盛
岡

広
域
都
市
市
街
化
区
域
及
び
市
街
化
調
整
区
域
の
整
備
・
開
発
又
は
保
全
の
方
針
（
以
下
「
整
備
・
開
発
・
保
全
の
方
針
」
と
い
う
。）
に
適
合
し
な
い
、

ま
た
岩
手
県
作
成
の
盛
岡
広
域
都
市
計
画
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。）
で
自
然
緑
地
と
し
て
、
保
全
に
努
め
る
地
区
と
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
反
す
る
な
ど
と
し
て
、
同
意
お
よ
び
協
議
は
で
き
な
い
と
の
不
同
意
回
答
を
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
原
告
は
、
不
同
意
回
答
は
処
分
に
当
た
ら

な
い
と
し
て
、
不
作
為
の
違
法
確
認
訴
訟
（
第
一
次
請
求
）、
不
同
意
回
答
が
処
分
に
当
た
る
と
し
て
、
そ
の
取
消
訴
訟
（
第
二
次
請
求
）、
被
告
に
同
意

お
よ
び
協
議
の
作
為
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
民
法
四
一
四
条
二
項
た
だ
し
書
に
よ
り
被
告
に
同
意
お
よ
び
協
議
す
る
こ
と
を
求
め
る
作
為
請
求
訴
訟
（
第

三
次
請
求
）
お
よ
び
盛
岡
市
に
対
す
る
国
賠
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
。

一
審
判
決
（
前
掲
盛
岡
地
判
平
成
三
年
一
〇
月
二
八
日
）
は
、
同
意
お
よ
び
協
議
の
処
分
性
を
否
定
し
、
不
作
為
の
違
法
確
認
訴
訟
（
第
一
次
請
求
）

と
取
消
訴
訟
（
第
二
次
請
求
）
を
却
下
し
、
第
三
次
請
求
、
国
賠
請
求
を
棄
却
し
た
。
控
訴
審
判
決
（
前
掲
仙
台
高
判
平
成
五
年
九
月
一
三
日
）
は
、
同

意
拒
否
の
処
分
性
を
認
め
た
が
、
協
議
拒
否
の
処
分
性
を
否
定
し
た
。
同
意
拒
否
に
処
分
性
を
認
め
た
理
由
は
、「
公
共
施
設
の
管
理
者
が
同
意
を
拒
否
す

る
と
、
開
発
行
為
者
の
開
発
許
可
申
請
は
不
適
法
と
な
り
（
三
〇
条
二
項
）、
開
発
行
為
者
は
開
発
対
象
地
に
対
す
る
開
発
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
開
発
行
為
者
が
本
来
有
す
る
開
発
を
す
る
と
い
う
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」（
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
八
七

頁
）
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
件
の
不
同
意
回
答
の
理
由
は
、
本
件
開
発
行
為
が
「『
整
備
・
開
発
・
保
全
の
方
針
』
及
び
『
基
本
計
画
』

に
適
合
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
来
不
同
意
と
は
で
き
な
い
理
由
で
同
意
を
拒
否
し
た
も
の
で
違
法
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
七
八
九

頁
）
と
し
た
。
市
長
が
上
告
し
、
最
高
裁
判
決
は
、
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
同
意
拒
否
の
処
分
性
を
否
定
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。

（
９
）　

同
意
の
拒
否
の
処
分
性
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
、
平
成
七
年
最
高
裁
判
決
が
述
べ
た
理
由
以
外
に
、
前
掲
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
一
月
二
八
日
は
、
①

公
共
施
設
に
は
私
道
そ
の
他
私
人
が
事
実
上
公
共
の
用
途
に
供
し
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
私
人
も
公
共
施
設
の
管
理
者
と
な
り
う
る
こ
と
、

②
そ
も
そ
も
公
共
施
設
の
管
理
行
為
が
本
来
的
に
は
公
権
力
の
行
使
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
③
法
三
二
条
が
「
同
意
」
と
い
う
公
権
力
の
行
使
と
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し
て
の
性
格
を
読
み
取
り
に
く
い
用
語
を
用
い
、
か
つ
そ
れ
を
す
る
に
つ
い
て
の
要
件
を
規
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
が
処
分
で
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
に

足
り
る
法
令
の
規
定
が
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
前
掲
盛
岡
地
判
平
成
三
年
三
月
二
八
日
、
前
掲
水
戸
地
判
平
成
六
年
六
月
二
七
日
も
基
本
的
に

は
同
旨
と
考
え
ら
れ
る
。

（　

）　

綿
引
万
里
子
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
一
〇
七
一
号
九
九
頁
（
一
九
九
五
年
）（「
最
高
裁　

時
の
判
例
Ⅰ
（
公
法
編
）」
二
二
一
頁
（
二
〇
〇
三
年
）
に

１０
所
収
）。
ま
た
、
同
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
九
巻
六
号
一
五
七
一
頁
（
一
九
九
七
年
）（『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
（
民
事
篇
）
平
成
七
年

度
（
上
）』
三
八
〇
頁
（
一
九
九
八
年
）
に
所
収
）。
な
お
、
判
時
一
五
二
六
号
八
二
頁
の
コ
メ
ン
ト
も
同
旨
。

（　

）　

綿
引
・
前
掲
注
（　

）
一
〇
〇
頁
、
な
お
、
宇
賀
・
前
掲
注
（
５
）
ジ
ュ
リ
九
〇
六
号
五
五
頁
は
、「
関
係
施
設
管
理
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、

１１

１０

そ
も
そ
も
開
発
許
可
申
請
が
受
理
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
旨
と
思
わ
れ
る
。

（　

）　

宇
賀
・
前
掲
注
（
５
）
ジ
ュ
リ
一
〇
六
一
号
一
二
三
頁
は
、
同
意
拒
否
が
あ
っ
た
場
合
の
救
済
方
法
と
し
て
、
民
法
四
一
四
条
二
項
た
だ
し
書
き
に
よ

１２
り
、
同
意
を
求
め
る
民
事
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
の
勝
訴
判
決
の
正
本
を
開
発
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
で
、
都
計
法
三
〇
条
二
項
の
「
同
意
を
得
た
こ

と
を
証
す
る
書
面
」
の
添
付
と
い
う
要
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し
、
同
意
拒
否
の
処
分
性
が
認
め
ら
れ
な
く
と
も
、
開
発
許
可
申
請
者
の
救

済
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
同
意
拒
否
の
処
分
性
の
存
否
と
は
無
関
係
に
、
同
意
拒
否
の
司
法
審
査
を
可
能
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
考
え
方
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
桜
井
・
前
掲
注
（
７
）
一
一
四
頁
は
、
以
上
の
指
摘
に
は
消
極
的
で
あ
る
。
原
告
は
、

一
審
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
民
法
四
一
四
条
二
項
た
だ
し
書
き
に
よ
り
同
意
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
が
、
控
訴
審
判
決
（
前
掲
仙
台
高
判
平
成
五
年
九
月

一
三
日
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
八
九
頁
）
は
、
原
告
（
控
訴
人
）
は
、
被
告
（
被
控
訴
人
）
を
行
政
庁
（
市
長
）
と
し
て
、
訴
を
提
起
し
て
い
る
が
、

請
求
か
ら
す
る
と
被
告
は
行
政
主
体
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
坑
告
訴
訟
以
外
に
当
事
者
能
力
が
な
い
行
政
庁
（
市
長
）
は
被
告
た
り
え
な
い
と
し
て
、
こ

の
点
に
関
し
て
は
不
適
法
却
下
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
平
成
七
年
最
高
裁
判
決
も
同
旨
で
あ
る
。

（　

）　

高
野
・
前
掲
注
（
６
）
三
二
頁

１３
（　

）　

高
野
・
前
掲
注
（
６
）
三
二
頁
で
は
、
日
本
土
地
法
学
会
「
都
市
計
画
法
・
固
定
資
産
税
の
再
検
討
」（
土
地
問
題
双
書
三
）
一
一
〇
頁
（
一
九
七
五

１４
年
）
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
消
防
同
意
に
触
れ
つ
つ
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
の
争
い
方
に
関
し
て
の
質
疑
・
応
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（　

）　

消
防
庁
予
防
救
急
課
＝
消
防
庁
危
険
物
規
制
課
共
編
「
消
防
法
解
説
」
六
八
頁
、
七
二
頁
（
一
九
八
七
年
）、
総
務
省
消
防
庁
監
修
＝
消
防
基
本
法
制
研

１５

一
○
六

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
一
五
九
四
）



究
会
編
集
「
逐
条
解
説　

消
防
法
」
一
〇
四
頁
（
二
〇
〇
三
年
）」、
関
東
一
「
四
訂
版　

消
防
行
政
法
要
論
」
二
七
三
頁
、
二
七
八
頁
（
二
〇
〇
一
年
）。

（　

）　

最
判
昭
和
三
四
年
一
月
二
九
日
民
集
一
三
巻
一
号
三
二
頁
に
よ
れ
ば
、
消
防
同
意
は
、
行
政
機
関
相
互
間
の
行
為
で
あ
る
の
で
、
直
接
国
民
に
対
し
て
法

１６
的
効
果
を
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
消
防
同
意
の
処
分
性
は
否
定
さ
れ
、
同
意
拒
否
や
同
意
取
消
が
あ
っ
た
場
合
、
消
防
長
を
被
告
と
し
て
同
意
拒
否

や
同
意
取
消
の
取
消
訴
訟
は
提
起
で
き
な
い
が
、
同
意
拒
否
や
同
意
取
消
を
前
提
に
し
て
な
さ
れ
た
建
築
確
認
等
の
拒
否
処
分
に
つ
い
て
、
建
築
主
事
を

被
告
と
し
て
取
消
訴
訟
を
提
起
し
て
、
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
、
消
防
同
意
の
違
法
性
を
争
い
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
の
判
例
評

釈
と
し
て
、
永
良
系
二
「
判
批
」
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
﹇
第
四
版
﹈
八
八
頁
（
一
九
九
九
年
）、
菊
井
康
郎
「
判
批
」
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
一
四
一
頁
（
一
九
七

九
年
）、
南
博
方
「
判
批
」
民
商
四
一
巻
一
号
九
〇
頁
（
一
九
五
九
年
）、
田
口
精
一
「
判
例
研
究
」
法
研
三
三
巻
五
号
五
二
頁
（
一
九
六
〇
年
）
を
参
照
。

（　

）　

都
計
法
三
二
条
の
定
め
る
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
制
度
は
、
都
計
法
が
昭
和
四
三
年
五
月
の
第
五
八
国
会
に
お
い
て
制
定
（
昭
和
四
四
年
六
月
一

１７
四
日
施
行
）
さ
れ
て
以
来
、
平
成
一
二
年
に
改
正
（
平
成
一
二
年
五
月
一
九
日
公
布
（
平
成
一
二
年
法
律
第
七
三
号
）、
平
成
一
三
年
五
月
一
八
日
施
行
）

さ
れ
、
開
発
行
為
に
つ
い
て
公
共
施
設
の
管
理
者
等
の
同
意
・
協
議
の
観
点
を
明
確
化
す
る
た
め
に
二
項
、
三
項
が
設
け
ら
れ
た
以
外
は
、
制
度
改
正
は
な

く
、
基
本
的
に
は
、
制
定
当
初
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
都
計
法
の
定
め
る
開
発
許
可
制
度
を
先
取
り
し
て
、
そ
の
原
型
（
前
身
）
を
定

め
て
い
た
「
住
宅
地
造
事
業
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
住
造
法
」
と
い
う
。）」
が
廃
止
さ
れ
、
昭
和
四
三
年
に
都
計
法
が
制
定
さ
れ
た
と
き
若
干
の
改
正

が
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
で
、
こ
の
点
を
瞥
見
し
よ
う
。

住
造
法
は
、
昭
和
三
六
年
六
月
、
第
四
六
回
国
会
で
制
定
（
同
年
七
月
九
日
公
布
）
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
一
日
施
行
に
施
行
さ
れ
た
が
、
都
計
法
の
制

定
に
よ
り
昭
和
四
三
年
に
廃
止
さ
れ
た
。
住
造
法
の
廃
止
は
、
都
計
法
に
お
け
る
開
発
許
可
制
度
の
創
設
に
伴
い
住
造
法
が
開
発
許
可
制
度
に
発
展
的
に

吸
収
さ
れ
た
た
め
、
住
造
法
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。
住
造
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法
施
行
法
七

条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

住
造
法
に
よ
る
と
、
そ
の
目
的
は
、「
こ
の
法
律
は
、
人
口
の
集
中
に
伴
う
住
宅
用
地
の
需
要
の
著
し
い
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
相
当
規

模
の
住
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、
当
該
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
災
害
の
防
止
及
び
環
境
の
整
備
の
た
め
必
要
な
規
制
を
行
い
、

あ
わ
せ
て
、
そ
の
適
正
な
施
行
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
良
好
な
住
宅
地
の
造
成
を
確
保
し
、
も
っ
て
公
共
の
福

祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」（
一
条
）
と
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
の
目
的
は
、
人
工
の
集
中
に
伴
う
住
宅
用
地
の
需
要
の
著
し

一
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い
都
市
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
お
い
て
、
相
当
規
模
の
住
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、�
災
害
の
防
止
及
び
環
境
の
整
備
を
図

る
こ
と
、�
事
業
の
適
正
な
施
行
を
促
進
す
る
た
め
必
要
な
助
成
措
置
を
講
ず
る
こ
と
、
に
よ
り
良
好
な
住
宅
地
の
造
成
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。

同
法
の
適
用
区
域
は
、
人
口
の
集
中
に
伴
う
住
宅
用
地
の
需
要
の
著
し
い
都
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
つ
い
て
、
関
係
都
道
府
県
の
申
出
に
基
づ
き

建
設
大
臣
が
指
定
し
た
「
住
宅
地
造
成
事
業
規
制
区
域
」
に
限
定
さ
れ
る
（
三
条
、
四
条
）。
同
法
は
、
主
と
し
て
住
宅
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
一
団

の
土
地
に
つ
い
て
行
う
土
地
の
区
画
形
質
の
変
更
を
「
住
宅
地
の
造
成
」
と
定
義
し
（
二
条
一
項
）、
政
令
で
定
め
る
規
模
以
上
の
一
団
の
土
地
に
つ
い
て

行
う
住
宅
地
の
造
成
に
関
す
る
事
業
を
「
住
宅
地
造
成
事
業
」（
二
条
二
項
）
と
し
、
住
宅
地
造
成
事
業
規
制
区
域
内
に
お
い
て
住
宅
地
造
成
事
業
を
施
行

し
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
の
長
）
の
「
認
可
」
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
四
条
）
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、「
第
四
条
の
認
可
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
事
業
計
画
に
関
係
が
あ
る
公
共
施
設

の
管
理
者
及
び
施
行
地
区
と
な
る
べ
き
土
地
の
区
域
内
の
土
地
又
は
そ
の
土
地
に
あ
る
工
作
物
に
つ
き
当
該
住
宅
地
造
成
事
業
の
施
行
の
妨
げ
と
な
る
権

利
を
有
す
る
者
の
同
意
を
得
、
か
つ
、
当
該
住
宅
地
造
成
事
業
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
公
共
施
設
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
る
者
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。」（
七
条
）
と
定
め
て
い
た
。
こ
の
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
の
制
度
が
都
計
法
三
二
条
の
同
意
制
度
の
原
型
と
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
都
計
法
の
制
定
に
際
し
て
、
同
意
制
度
は
、「
開
発
行
為
に
関
係
が
あ
る
公
共
施
設
の
管
理
者
」
の
同
意
に
限
定
さ
れ
（
法
三
二
条
一
項
）、

「
妨
げ
と
な
る
権
利
を
有
す
る
者
」
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
件
は
、
開
発
許
可
の
技
術
基
準
の
中
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
（
法
三

三
条
一
項
一
四
号
）。
何
故
こ
の
よ
う
に
、
両
者
が
区
別
さ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。

「
公
共
施
設
の
管
理
者
」
か
ら
私
人
を
除
く
法
改
正
の
方
法
と
し
て
、「
公
共
施
設
の
管
理
者
」
の
同
意
を
、
こ
の
よ
う
に
法
三
三
条
一
項
で
定
め
る
技

術
基
準
の
中
の
組
み
入
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
住
造
法
の
制
定
に
関
し
て
は
、
藤
沢
孝
栄
「
大
都
市
周
辺
の
宅
地
造
成
の
規
制
と
助
成
」
時
の
法
令
五
一
四
号
一
頁
（
一
九
六
四
年
）、
同
「
住

宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
」
地
方
自
治
二
〇
一
号
四
四
頁
（
一
九
六
四
年
）、
石
津
正
一
「
住
宅
地
造
成
事
業
に
関
す
る
法
律
」
法
時
三
六

巻
一
〇
号
七
一
頁
（
一
九
六
四
年
）
を
参
照
。

（　

）　

通
達
「
開
発
許
可
に
関
す
る
事
務
の
迅
速
化
に
つ
い
て
」（
昭
和
六
二
年
一
〇
月
三
一
日
建
設
省
経
民
発
第
四
三
号
建
設
経
済
局
長
通
達
）。
通
達
は
、

１８

一
○
八
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可
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試
論
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「
地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」（
平
成
一
二
年
四
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
都
市
計
画
法
が
改
正
さ
れ
、
開
発
許

可
が
自
治
事
務
化
さ
れ
た
の
で
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
通
達
は
、「
開
発
許
可
制
度
運
用
指
針
」
と
し
て
策
定
し
直
さ
れ
た
（「
開
発
許
可
制
度
運

用
指
針
の
策
定
及
び
関
連
す
る
通
達
の
廃
止
」
平
成
一
三
年
五
月
二
日
国
土
交
通
省
総
民
発
第
九
号
）。

（　

）　

建
設
省
都
市
局
都
市
計
画
課
ほ
か
監
修
「
平
成
一
二
年
改
正　

都
市
計
画
法
・
建
築
基
準
法
の
解
説
Ｑ
＆
Ａ
」
七
七
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）。

１９
（　

）　

東
京
高
判
平
成
二
年
六
月
一
三
日
判
時
一
三
五
七
号
八
三
頁
。
阿
部
・
前
掲
注
（
６
）
三
〇
一
頁
、
三
橋
・
前
掲
注
（
２
）
一
七
〇
頁
を
参
照
。
ま
た
、

２０
国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
民
間
宅
地
指
導
室
監
修
・
前
掲
注
（
２
）
一
三
五
頁
、
建
設
省
都
市
局
都
市
計
画
課
編
・
前
掲
注
（
２
）
一
六
〇
頁
も
参
照
。

（　

）　

荒
秀
＝
小
高
剛
編
『
都
市
計
画
法
概
説
』
一
一
四
頁
〔
安
本
典
夫
執
筆
〕（
一
九
九
八
年
）、
北
村
・
前
掲
注
（
６
）
四
〇
七
頁
を
参
照
。
ま
た
、
櫻
井
・

２１
前
掲
注
（
７
）
一
一
四
頁
は
、「
あ
る
開
発
行
為
を
許
容
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
る
『
統
一
的
国
家
意
思
』（
‥
‥
）
は
開
発
許
可
権
者
を
通
じ
て
一
元
的

に
表
明
さ
れ
る
と
み
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
か
ら
、
同
意
な
い
し
協
議
に
不
首
尾
が
あ
れ
ば
そ
れ
は
本
体
た
る
許
可
処
分
の
中
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問

題
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
開
発
許
可
権
者
に
対
す
る
申
請
が
添
付
書
類
の
不
備
を
理
由
に
事
実
上
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は

こ
れ
を
拒
否
処
分
と
し
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。」
と
し
て
い
る
。

（　

）　

平
成
七
年
最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
は
行
政
処
分
で
は
な
い
の
で
、
行
手
法
八
条
の
適
用
は
な
い
が
、
条
理
上
、
理
由

２２
の
提
示
（
理
由
付
記
）
は
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
実
務
上
は
、
通
常
、
不
同
意
に
際
し
て
は
公
共
施
設
の
管
理
者
に
よ
る
書
面
に
よ
る
理
由
の

提
示
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
、
前
掲
仙
台
高
判
平
成
五
年
九
月
一
三
日
行
集
四
四
巻
八
＝
九
号
七
七
六
頁
を
参
照
。

（　

）　

小
早
川
光
郎
『
行
政
手
続
法
逐
条
解
説
』（
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
）
九
六
頁
（
一
九
九
六
年
）
に
お
い
て
、
塩
野
宏
教
授
は
、「
申
請
が
到
達
し
た
な
ら
審

２３
査
す
る
の
が
当
た
り
前
な
の
で
、
そ
れ
を
受
理
す
る
と
か
受
理
し
な
い
と
か
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

も
し
、
同
意
書
不
添
付
の
申
請
を
形
式
要
件
の
不
備
を
理
由
と
し
て
、
申
請
書
類
を
「
返
却
（
あ
る
い
は
不
受
理
、
返
戻
）」
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
行
為

は
、
法
的
に
は
、
①
補
正
指
導
行
為
、
②
形
式
的
拒
否
処
分
、
③
実
体
的
拒
否
処
分
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
参
照
、
兼
子
仁
『
行
政
手
続
法
』

七
四
頁
（
一
九
九
四
頁
）。
な
お
、
申
請
書
が
事
務
所
に
到
達
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
①
②
③
の
い
ず
れ
で
も
な
く
不
作
為
の
状
態
を
続
け
て
い
る
な
ら

ば
、
不
作
為
の
違
法
確
認
請
求
訴
訟
で
不
作
為
が
違
法
と
判
断
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
事
業
者
に
対
し
て
、
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
許
可

申
請
の
前
に
要
綱
で
要
求
さ
れ
て
い
る
住
民
と
の
協
議
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
と
し
て
申
請
書
を
返
戻
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
こ
の
行
為
は
行
政
処
分
に

一
○
九
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当
た
ら
な
い
と
し
て
、
不
作
為
の
違
法
確
認
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
仙
台
地
判
平
成
一
〇
年
一
月
二
七
日
判
時
一
六
七
八
号
四
三
頁
を
参
照
。

し
た
が
っ
て
、「
最
高
裁
判
例
解
説
」
は
、
都
計
法
は
「
公
共
施
設
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
開
発
行
為
は
、
管
理
者
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
以
上
、
そ
の

申
請
さ
え
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
立
法
政
策
を
採
用
し
た
」（
ジ
ュ
リ
一
〇
七
一
号
一
〇
〇
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
、
同
意
書
不
添
付
と
い
う
申
請
の
形
式
要
件
の
欠
如
が
あ
る
場
合
は
、
申
請
は
拒
否
処
分
と
い
う
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
納
得

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
が
、
そ
も
そ
も
申
請
手
続
き
を
と
り
え
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
行
政
実
務
上
、
申
請
が
あ
っ
た
と
し
て
も
申
請
書
類
の
「
返

却
（
あ
る
い
は
、
不
受
理
、
返
戻
）」
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
か
ら
ず
疑
問
が
あ
る
。

（　

）　

塩
野
宏
＝
高
木
光
『
条
解　

行
政
手
続
法
』
一
五
四
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
総
務
省
行
政
管
理
局
編
『
逐
条
解
説　

行
政
手
続
法
﹇
増
補
新
訂
版
﹈』
一

２４
一
〇
頁
（
二
〇
〇
二
年
）、
そ
の
他
。

（　

）　

南
博
方
＝
高
橋
滋
『
注
釈　

行
政
手
続
法
』
一
五
八
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て

２５
補
正
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
補
正
を
求
め
ず
に
安
易
に
拒
否
処
分
を
行
う
こ
と
は
裁
量
権
の
濫
用
に
な
る
と
解
さ
れ
る
（
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
月

二
九
日
判
時
六
四
〇
号
三
六
頁
、
東
京
高
判
昭
和
五
九
年
一
一
月
二
八
日
判
時
一
一
四
八
号
号
一
四
一
頁
）
と
し
て
い
る
。
な
お
、
宇
賀
克
也
『
行
政
手
続

法
の
解
説
﹇
改
訂
版
﹈』
八
二
頁
（
一
九
九
四
年
）、
仲
正
『
行
政
手
続
法
の
す
べ
て
』
四
二
頁
（
一
九
九
五
年
）、
室
井
力
ほ
か
編
著
『
行
政
手
続
法
・
行

政
不
服
審
査
法
（
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
行
政
法
Ⅰ
）』
九
三
頁
〔
梶
哲
教
執
筆
〕（
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（　

）　

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
民
間
宅
地
指
導
室
監
修
・
前
掲
注
（
２
）
一
三
八
頁
は
、「
市
町
村
が
他
事
考
慮
に
よ
り
同
意
・
協
議
手
続
を
遅
延
さ
せ
て
い

２６
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
本
条
の
規
定
の
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
同
意
・
協
議
手
続
が
迅
速
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
市
町
村
に
対
し
て

具
体
的
に
事
情
の
疎
明
を
求
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
申
請
者
と
市
町
村
と
の
間
の
所
要
の
調
整
を
積
極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
考
え
で
あ
る
と
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
「
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
」
の
確
保
の
観
点
と
は
無
関
係
な
他
事
考
慮
に
よ
り
不
同
意
が
あ
っ
た
場

合
、
都
道
府
県
の
以
上
の
よ
う
な
対
応
に
よ
り
、
補
正
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
都
道
府
県
の
以
上
の
対
応
は
、
法
的
な
義
務
で
は
な
い
が
、
妥
当

な
見
解
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
と
開
発
許
可
権
者
が
異
な
る
場
合
で
あ
る
が
、
公
共
施
設
の
管
理
者
が
都
道
府
県
、
指
定
都
市
等

（
指
定
都
市
、
中
核
市
及
び
特
例
市
）
で
あ
る
場
合
は
、
開
発
許
可
権
者
と
公
共
施
設
の
管
理
者
が
同
一
地
方
公
共
団
体
内
に
あ
り
、
一
体
的
で
あ
る
の
で
、

不
同
意
に
関
す
る
両
者
の
判
断
の
齟
齬
は
生
じ
な
い
の
で
、
補
正
に
応
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
考
え
ら
れ
な
い
と
い
え
る
。

一
一
○

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
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（　

）　

室
井
力
ほ
か
編
著
・
前
掲
注
（　

）
九
八
頁
〔
久
保
茂
樹
執
筆
〕、
総
務
省
行
政
管
理
局
編
・
前
掲
注
（　

）
一
一
三
頁
、
南
＝
高
橋
・
前
掲
注
（　

）

２７

２５

２４

２５

一
六
六
頁
。

（　

）　

塩
野
＝
高
木
・
前
掲
注
（　

）
一
六
二
頁
、
南
＝
高
橋
・
前
掲
注
（　

）
一
六
八
頁
。
最
判
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
六
日
民
集
一
六
巻
一
二
号
二
五
五

２８

２４

２５

七
頁
、
最
判
昭
和
三
八
年
五
月
三
一
日
民
集
一
七
巻
四
号
六
一
七
頁
、
最
判
昭
和
六
〇
年
一
月
二
二
日
民
集
三
九
巻
一
号
一
頁
、
最
判
平
成
四
年
一
二
月
一

〇
日
判
時
一
四
五
三
号
一
一
六
頁
。

（　

）　

提
示
さ
れ
る
理
由
は
、
通
常
は
、
開
発
許
可
申
請
書
に
同
意
書
の
添
付
が
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
都
計
法
三
〇
条
二
項
に
違
反
す
る
こ
と
、
と
な
る
で
あ

２９
ろ
う
。
し
か
し
、
前
掲
注
（　

）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
開
発
許
可
申
請
者
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
か
ら
不
同
意
の
理
由
に
つ
い
て
面
書
に
よ
る
理
由
の

２２

提
示
を
得
て
い
る
の
で
、
開
発
許
可
申
請
者
は
、
何
故
に
拒
否
処
分
が
な
さ
れ
た
か
と
い
う
実
体
的
理
由
は
充
分
に
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
で
、
拒

否
処
分
の
際
の
理
由
の
提
示
が
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
大
き
な
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（　

）　

申
請
要
件
の
不
備
を
理
由
と
す
る
申
請
拒
否
は
、
補
正
指
導
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
こ
れ
を
受
付
拒
否
と
い
う
意
味
で
の
申
請
書
の
返
戻
と
解

３０
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
掲
注
（　

）
を
参
照
。
補
正
指
導
以
外
の
、
申
請
拒
否
は
拒
否
処
分
で
あ
り
、
拒
否
処
分
は
、
そ
れ
が
申
請
要
件
欠
如
を
理

２３

由
と
す
る
形
式
的
申
請
拒
否
処
分
で
あ
れ
、
実
体
的
申
請
拒
否
処
分
で
あ
れ
で
あ
れ
、
処
分
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
学
説
、
判
例
上
確
立
し
て
い
る
。

学
説
と
し
て
は
、
雄
川
一
郎
『
行
政
争
訟
法
』
七
〇
頁
（
一
九
六
六
年
）、
南
博
方
「
取
消
訴
訟
の
対
象
」『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
八
（
行
政
訴
訟
Ⅰ
）』
一

六
頁
（
一
九
七
〇
年
）、
渡
部
吉
隆
＝
園
部
逸
夫
『
行
政
事
件
訴
訟
法
体
系
』
一
〇
五
頁
〔
渡
部
吉
隆
執
筆
〕（
一
九
八
五
年
）、
兼
子
仁
『
行
政
手
続
法
』

七
四
頁
（
一
九
九
四
年
）、
田
中
真
次
「
拒
否
処
分
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
七
巻
一
一
号
一
三
一
一
頁
（
一
九
五
五
年
）
を
参
照
。
ま

た
、
申
請
拒
否
に
処
分
性
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
最
判
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
八
日
民
集
七
巻
一
三
号
一
五
六
一
頁
を
参
照
。
つ
ぎ
に
、
申

請
要
件
が
不
備
だ
と
し
て
申
請
書
の
返
戻
が
為
さ
れ
た
場
合
、
補
正
指
導
と
す
る
判
例
（
京
都
地
判
平
成
元
年
一
〇
月
六
日
判
例
集
未
登
載
）、
形
式
的
申

請
拒
否
処
分
と
す
る
判
例
（
宇
都
宮
地
判
平
成
三
年
二
月
二
八
日
行
集
四
二
巻
二
号
三
五
五
頁
）
お
よ
び
実
体
的
申
請
拒
否
処
分
と
す
る
判
例
（
東
京
高

判
平
成
三
年
四
月
二
三
日
行
集
四
二
巻
四
号
五
九
二
頁
）
を
も
参
照
。

（　

）　

法
で
要
求
さ
れ
て
い
る
図
面
添
付
が
な
く
、
申
請
と
し
て
の
形
式
的
要
件
を
欠
い
て
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
こ
の
形
式
的
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
特

３１
許
庁
長
官
の
不
受
理
処
分
を
申
請
を
拒
否
す
る
却
下
処
分
と
解
し
て
、
本
案
審
理
を
し
、
不
受
理
処
分
は
違
法
だ
と
し
て
、
こ
れ
を
取
消
し
た
実
用
新
案
特

一
一
一
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許
出
願
に
関
す
る
東
京
地
判
昭
和
四
六
年
一
月
二
九
日
行
集
三
巻
一
号
一
一
頁
を
参
照
。

な
お
、
許
可
の
申
請
拒
否
で
は
な
く
、
届
出
の
受
理
拒
否
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
要
綱
行
政
の
下
で
、
行
政
指
導
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
近
隣
住

民
の
同
意
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
が
同
意
を
得
な
い
ま
ま
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
の
届
出
書

を
提
出
し
た
事
案
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
意
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
届
出
の
形
式
要
件
の
不
備
を
理
由
と
し
て
、
知
事
が
届
出
書
の
受
理
を
拒
否

（
返
戻
）
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
設
置
届
受
理
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟

の
提
起
が
認
め
ら
れ
、
行
政
指
導
に
よ
り
要
求
さ
れ
て
い
る
同
意
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
届
出
書
の
受
理
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
違
法
な
拒
否
処
分
だ
と

の
判
断
が
な
さ
れ
た
事
例
が
あ
っ
た
（
宇
都
宮
地
判
平
成
三
年
二
月
二
八
日
行
集
四
二
巻
二
号
三
五
五
頁
、
判
時
一
三
八
五
号
四
二
頁
、
判
タ
七
六
三
号

一
三
九
頁
）。
こ
の
事
案
は
、
届
出
の
受
理
拒
否
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
許
可
の
申
請
拒
否
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の

同
意
制
度
の
よ
う
に
、
同
意
の
要
求
が
、
届
出
制
度
を
定
め
て
い
る
産
業
廃
棄
物
処
理
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
同
法
と
は
別
個
の

自
治
体
の
定
め
た
指
導
要
綱
に
よ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
案
は
、
近
隣
住
民
の
同
意
が
な
い
こ
と
を
届
出
要
件
の
不
備
と
し
て
、
届

出
が
受
理
さ
れ
ず
、
受
理
拒
否
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
届
出
受
理
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
の
提
起
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
同
意

が
な
い
こ
と
を
申
請
要
件
の
不
備
と
し
て
、
開
発
許
可
の
申
請
に
対
す
る
申
請
拒
否
処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
、
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
の
提
起
を

認
め
る
こ
と
と
同
じ
と
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

（　

）　

国
土
交
通
省
総
合
政
策
局
民
間
宅
地
指
導
室
監
修
・
前
掲
注
（
２
）
一
六
一
頁
は
、「
申
請
に
係
る
開
発
行
為
が
、
本
項
の
要
件
に
適
合
し
な
い
か
、
あ

３２
る
い
は
、
手
続
違
反
が
あ
る
場
合

�

�

�

�

�

�

�

�

�

（
傍
点
筆
者

�

�

�

�

）
は
許
可
し
て
は
な
ら
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
直
接
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
条
の
趣
旨
か
ら
当

然
許
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
」
と
し
て
い
る
。
三
橋
・
前
掲
注
（
２
）
一
七
六
頁
（
一
九
七
三
年
）
も
同
旨
。

（　

）　

申
請
の
手
続
き
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
（
法
三
二
条
一
項
）、
協
議
（
法
三
二
条
二
項
）、
政
令
で
定
め
る
者
と
の
協
議

３３
（
法
三
二
条
二
項
）、
権
利
者
の
同
意
（
法
三
三
条
一
項
一
四
号
）、
同
意
書
・
協
議
書
等
の
添
付
書
類
の
作
成
、
そ
の
他
設
計
説
明
書
・
計
画
図
等
の
作
成

な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
参
照
、
遠
藤
博
也
『
都
市
計
画
法
五
〇
講
』
九
二
頁
（
一
九
七
四
年
）。

（　

）　

申
請
の
手
続
き
の
審
査
は
、
同
意
書
の
添
付
が
あ
る
開
発
許
可
の
申
請
の
場
合
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
。
な
お
、
前
掲
注
（
５
）
を

３４
参
照
。
す
な
わ
ち
、
同
意
書
の
添
付
が
あ
る
申
請
は
、
形
式
的
に
同
意
書
が
添
付
さ
れ
て
お
れ
ば
良
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
同
意
が
実
体
的
に
も
適
法

一
一
二
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で
あ
る
か
否
か
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
近
隣
住
民
が
、
な
さ
れ
た
同
意
に
は
、
裁
量
濫
用
が
あ
る
の
で
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
開

発
許
可
処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
た
場
合
に
、
同
意
の
違
法
の
実
体
的
内
容
が
審
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
開
発
許
可
処
分
取
消

請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
同
意
の
違
法
を
主
張
す
る
事
案
は
、
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
提
起
の
可
能
性
が
十
分
予
測
さ
れ
る
訴
訟
方
法
で
あ

る
。

（　

）　

法
三
三
条
一
項
柱
書
き
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
開
発
許
可
の
申
請
を
受
け
た
開
発
許
可
権
者
、
開
発
審
査
会
、
司
法
裁
判
所
が
同
意
あ
る
い
は
不
同
意
の

３５
適
法
性
を
実
体
的
に
も
審
査
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
が
法
制
度
の
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
申
請
を
受
け
た
段
階
で
、
開
発
許
可
権
者
が
こ
の
よ
う
な
審
査
を
行
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
開
発
許
可
権

者
と
公
共
施
設
の
管
理
者
が
同
一
で
あ
る
と
き
は
、
両
者
で
そ
の
判
断
が
相
違
す
る
こ
と
は
無
い
。
ま
た
開
発
許
可
権
者
が
都
道
府
県
知
事
で
公
共
施
設

の
管
理
者
が
市
町
村
長
で
あ
る
と
き
は
、
両
者
の
判
断
に
齟
齬
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
開
発
許
可
権
者
た
る
知
事
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
た
る
市
町
村
長

が
公
共
施
設
の
管
理
と
い
う
自
治
事
務
に
つ
い
て
自
主
的
に
し
た
同
意
、
不
同
意
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
際
は
、
そ
の
判
断
を
尊
重
す
る
こ
と
と
な

る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
三
三
条
一
項
柱
書
き
は
、
開
発
許
可
権
者
の
審
査
の
場
合
よ
り
、
開
発
審
査
会
の
審
査
、
司
法

審
査
の
場
合
に
大
き
な
意
義
を
有
す
る
と
い
え
る
。

な
お
、
私
人
が
、
私
道
の
よ
う
な
私
有
公
物
た
る
公
共
施
設
の
管
理
人
で
あ
る
場
合
で
も
、
そ
の
管
理
者
た
る
私
人
は
、
何
の
制
約
も
な
く
、
ま
っ
た

く
自
由
に
同
意
ま
た
は
不
同
意
の
判
断
を
し
て
も
良
い
わ
け
で
は
な
く
、
公
共
施
設
の
適
切
な
管
理
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
同
意
あ
る
い
は
不
同

意
の
判
断
を
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
、
開
発
許
可
権
者
、
開
発
審
査
会
お
よ
び
司
法
裁
判
所
は
、
私
人
の
同
意
あ
る
い
は
不
同
意
を
判
断
す

る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。

同
意
手
続
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
協
議
手
続
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
建
設
省
都
市
局
都
市
計
画
課
監
修
『
逐
条
問
答
都
市
計
画
法
の
運
用
﹇
二
次
改
訂

版
﹈』
三
六
五
頁
（
一
九
九
〇
年
）
は
、
協
議
書
の
添
付
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
協
議
が
整
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
協
議
の
経
過
如
何
に
よ
っ
て
は
相
互
に

誠
意
の
あ
る
協
議
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
手
続
の
欠
陥
を
理
由
に
開
発
許
可
を
不
許
可
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
あ
り
う
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
同
﹇
増
補
改
訂
版
﹈
三
二
三
頁
（
一
九
七
六
年
）
も
同
旨
）。
こ
の
こ
と
は
、
協
議
手
続
に
つ
い
て
、
協
議
書
が
単
に
添
付
さ
れ
て
い
た
か
否
か
で
は
な

く
、
添
付
さ
れ
て
い
る
協
議
書
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
体
審
査
す
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

一
一
三

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
六
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六
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な
お
、「
最
高
裁
判
例
解
説
」
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
を
争
う
訴
訟
手
段
と
し
て
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
否
定
し
て

お
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
を
、
別
の
判
例
解
説
（「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
曹
時
四
九
巻
六
号
一
五
九
一
頁
（
一
九
九
七
年
））
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
実
質
的
に
み
て
も
、
関
係
公
共
施
設
の
管
理
者
で
も
な
い
開
発
許
可
権
者
が
、
関
係
公
共
施
設
の
適
正
な
管
理
を
行
う
上

で
、
開
発
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
影
響
に
問
題
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
適
切
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
し
、
ま

た
、
例
え
ば
、
開
発
行
為
を
行
お
う
と
す
る
者
が
開
発
行
為
に
伴
っ
て
計
画
し
て
い
る
進
入
路
に
当
た
る
道
路
の
舗
装
、
拡
幅
等
が
右
道
路
の
管
理
上
適
切

な
も
の
で
あ
る
と
開
発
許
可
権
者
が
判
断
し
た
と
し
て
も
、
将
来
、
右
舗
装
、
拡
幅
等
の
工
事
が
道
路
管
理
者
に
よ
っ
て
承
認
（
道
路
法
二
四
条
参
照
）
さ

れ
る
保
証
も
な
い
ま
ま
、
開
発
許
可
を
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。」
と
。

（　

）　

と
り
あ
え
ず
、
宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
六
八
頁
（
一
九
九
七
年
）、
古
崎
慶
長
『
国
家
賠
償
法
』
一
五
二
頁
（
一
九
七
一
年
）、
阿
部
泰
隆
『
国
家
補

３６
償
法
』
一
五
五
頁
（
一
九
八
八
年
）
な
ど
参
照
。

（　

）　

古
崎
・
前
掲
注
（　

）
一
五
六
頁
、
阿
部
泰
隆
「
判
批
」
法
協
八
四
巻
一
〇
号
一
四
四
〇
頁
（
一
九
六
七
年
）。

３７

３６

（　

）　

古
崎
・
前
掲
注
（　

）
一
五
六
頁
は
、「
法
律
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
見
解
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
、
過
失
の
認
定
が
難
し
い
分
野
で
あ
る
こ
と
は
、

３８

３６

‥
‥
明
ら
か
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（　

）　

こ
の
見
解
を
説
く
論
者
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
下
山
瑛
一
『
国
家
補
償
法
』
一
三
六
頁
（
一
九
七
三
年
）。
な
お
、
遠
藤
博
也
『
国
家
補
償
法
上
巻
』

３９
一
六
六
頁
以
下
（
一
九
八
一
年
）
も
参
照
。

（　

）　

職
務
行
為
基
準
説
は
、
そ
の
適
用
の
範
囲
は
、
当
初
は
、
最
判
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
〇
日
民
集
三
二
巻
七
号
一
三
六
七
頁
（
検
察
官
の
公
訴
の
提
起
＝

４０
芦
別
事
件
）、
最
判
昭
和
六
〇
年
一
一
月
二
一
日
民
集
三
九
巻
七
号
一
五
二
一
頁
（
国
会
議
員
の
立
法
行
為
）、
最
判
平
成
八
年
三
月
八
日
民
集
五
〇
巻
三

号
四
〇
八
頁
（
警
察
官
の
被
疑
者
の
逮
捕
）
等
の
国
・
地
方
公
共
団
体
の
特
殊
な
行
政
活
動
の
分
野
に
適
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
最
近
、
職

務
行
為
基
準
説
は
、
た
と
え
ば
、
運
転
免
許
取
消
処
分
国
家
賠
償
事
件
（
東
京
地
判
平
成
元
年
三
月
二
九
日
判
時
一
三
一
五
号
四
二
頁
）
や
奈
良
県
過
大

更
正
国
家
賠
償
事
件
（
最
判
平
成
五
年
三
月
一
一
日
民
集
四
七
巻
四
号
二
八
六
三
頁
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
通
常
の
行
政
処
分
や
住
民
票
続
柄
記
載
国
家

賠
償
事
件
（
最
判
平
成
一
一
年
一
月
二
一
日
判
時
一
〇
〇
二
号
九
四
頁
）
の
よ
う
な
事
実
行
為
（
事
務
処
理
）
の
違
法
性
の
判
断
に
お
い
て
も
採
用
さ

れ
、
そ
れ
ら
の
行
政
活
動
に
お
い
て
公
務
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
（
過
失
）
が
な
い
場
合
は
、
そ
の
行
政
活
動
に
取
消
違
法
が
あ
っ
て
も
、
国
賠
法
一
条

一
一
四

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
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二
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一
項
の
違
法
は
な
い
と
さ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
た
だ
し
、
最
判
平
成
三
年
七
月
九
日
民
集
四
五
巻
六
号
一
〇
四
九
頁
（
監
獄
法
施

行
規
則
幼
児
接
見
不
許
可
事
件
）
の
よ
う
に
、
職
務
行
為
基
準
説
に
よ
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。

（　

）　

宇
賀
克
也
『
国
家
補
償
法
』
六
二
頁
（
一
九
九
七
年
）。
職
務
行
為
基
準
説
を
批
判
す
る
見
解
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅱ
﹇
第
三
版
﹈

４１
行
政
救
済
法
』
二
七
三
頁
（
二
〇
〇
四
年
）、
兼
子
仁
『
行
政
法
学
』
二
〇
五
頁
（
一
九
九
七
年
）、
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
（
全
訂
第
四
版
増
補
版
）』

二
七
三
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
藤
田
宙
靖
『
第
四
版
行
政
法
Ⅰ
（
総
論
）』
四
八
〇
頁
以
下
（
二
〇
〇
三
年
）、
芝
池
義
一
『
行
政
救
済
法
講
義
第
二
版
』
二

一
〇
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
を
参
照
。

（　

）　
「
最
高
裁
判
例
解
説
」
が
公
に
さ
れ
て
か
ら
、
不
同
意
の
違
法
を
主
張
し
て
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
審
査
請
求
で
、
処
分
庁
（
開

４２
発
許
可
権
者
）
は
、
不
同
意
の
理
由
に
つ
い
て
内
容
審
査
を
行
わ
ず
、「
最
高
裁
判
例
解
説
」
と
同
趣
旨
の
判
例
時
報
一
五
二
六
号
八
一
頁
の
コ
メ
ン
ト
を

引
用
し
、「
法
の
仕
組
み
は
、
法
三
二
条
に
規
定
す
る
同
意
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
も
は
や
法
二
九
条
第
一
項
に
定
め
る
許
可
を

得
て
開
発
行
為
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」（
神
奈
川
県
開
発
審
査
会
裁
決
平
成
八
年
三
月
二
九
日
）
と
主
張
す
る
例
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（　

）　

前
掲
注
（　

）
を
参
照
。

４３

２１

（　

）　

法
二
九
条
の
開
発
許
可
に
関
す
る
許
可
に
つ
い
て
は
、
法
五
二
条
に
よ
り
審
査
請
求
前
置
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
が
委
員
を
努
め
る
開
発
審
査

４４
会
で
は
、
最
近
、
一
〇
年
間
で
開
発
許
可
に
係
わ
る
一
五
件
の
裁
決
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
五
件
が
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
（
同
意
拒
否
・

同
意
の
不
作
為
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
内
で
、
不
同
意
が
違
法
で
あ
っ
た
と
し
て
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
が
取
消
さ
れ
た
事
案
が
あ

っ
た
。
そ
の
中
で
以
下
の
よ
う
な
事
案
が
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
開
発
許
可
権
限
が
知
事
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
る
Ｙ
市
に
お
い
て
、
公
共
施
設
の
管
理
者
た
る
Ｙ
市
（「
開
発
許
可
権
者
」
と
「
公
共
施
設
の

管
理
者
」
が
同
一
で
あ
る
。）
が
、
パ
チ
ン
コ
店
の
建
設
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
工
業
地
域
で
パ
チ
ン
コ
店
を
建
設
し
よ
う
と
し
た
開
発
許
可
申
請
者
Ｘ
に

対
し
、
パ
チ
ン
コ
店
の
建
設
に
反
対
す
る
住
民
の
意
向
等
を
理
由
と
し
て
、
同
意
・
協
議
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
が
、
開
発
許
可
権
者
Ｙ
に
対
し
、

同
意
書
・
協
議
書
不
添
付
で
開
発
許
可
の
申
請
を
し
た
が
、
必
要
書
類
不
添
付
と
い
う
こ
と
で
、
申
請
は
拒
否
（
却
下
処
分
）
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

Ｘ
が
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
を
求
め
る
審
査
請
求
を
提
起
し
、
審
査
会
に
お
い
て
、
公
共
施
設
の
管
理
者
Ｙ
の
同
意
の
不
作
為
は
公
共
施
設
の

一
一
五

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
六
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六
号

　
（
一
六
○
三
）



適
切
管
理
と
は
無
関
係
な
他
事
考
慮
に
よ
る
も
の
だ
と
の
理
由
で
、
審
査
請
求
は
認
容
さ
れ
た
（
神
奈
川
県
建
築
審
査
会
裁
決
平
成
七
年
二
月
一
七
日
）。

そ
こ
で
、
公
共
施
設
の
管
理
者
Ｙ
は
、
裁
決
の
拘
束
力
に
従
っ
て
作
為
義
務
を
果
た
し
た
が
、
そ
の
回
答
は
、
不
同
意
で
あ
っ
た
。
同
意
拒
否
の
理
由
は

同
意
の
不
作
為
の
理
由
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
裁
決
の
拘
束
力
を
考
慮
す
る
と
、
公
共
施
設
の
管
理
者
Ｙ
が
、
同
意
の
不
作
為
の
理
由
と
同
じ
理
由
で
同
意
拒

否
で
き
る
か
否
か
、
疑
問
が
あ
る
が
（
不
作
為
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
は
行
審
法
四
三
条
は
準
用
が
な
い
。
五
二
条
二
項
。）、
Ｘ
は
、
再
び
、
開
発
許

可
を
申
請
し
た
。
開
発
許
可
権
者
Ｙ
は
、
添
付
書
類
不
備
で
、
開
発
許
可
の
申
請
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
再
び
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の

取
消
し
を
求
め
る
審
査
請
求
を
提
起
し
た
が
、
こ
こ
で
、
審
査
会
と
し
て
は
、
審
査
請
求
を
認
容
し
、
拒
否
処
分
を
再
び
取
消
し
た
（
神
奈
川
県
開
発
審

査
会
裁
決
平
成
八
年
三
月
二
九
日
）。
こ
れ
に
対
し
、
裁
決
の
拘
束
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
共
施
設
の
管
理
者
Ｙ
は
、
裁
決
を
無
視
し
、
ま
た
、

不
同
意
を
し
た
の
で
、
Ｘ
が
こ
れ
を
受
け
て
無
添
付
の
開
発
許
可
の
申
請
を
し
、
開
発
許
可
権
者
Ｙ
は
、
無
添
付
申
請
を
理
由
と
し
、
そ
の
申
請
を
再
び

拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｘ
は
、
ま
た
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
し
を
求
め
て
、
審
査
請
求
を
し
た
。
こ
の
拒
否
処
分
は
、
同
一
事
情
の
下
に
お

け
る
同
一
理
由
に
基
づ
く
拒
否
処
分
な
の
で
、
拘
束
力
に
反
し
取
消
・
無
効
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
審
査
請
求
が
認
容
さ
れ
た
ら
、
Ｘ
は
、
不
同
意

の
違
法
を
争
う
た
め
司
法
裁
判
所
に
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
で
き
な
く
な
る
と
い
う
事
態
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
審
査
会
と

し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
避
け
る
た
め
、
平
成
八
年
三
月
二
九
日
の
裁
決
に
関
す
る
（
二
度
目
の
）
審
査
請
求
に
係
る
拒
否
処
分
の
事
案
と
こ
の

（
三
度
目
の
）
審
査
請
求
は
実
質
的
に
同
一
事
案
で
あ
る
と
判
断
し
、
既
判
力
あ
る
い
は
一
事
不
再
理
の
原
則
の
下
で
、「
す
で
に
な
さ
れ
た
裁
決
対
象
と

同
一
の
対
象
の
蒸
し
返
し
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
法
理
」
に
よ
り
、
こ
の
審
査
請
求
を
却
下
し
た
（
神
奈
川
県
開
発
審
査
会
裁
決
平
成
八
年
一
一
月
二
六

日
）。
こ
の
よ
う
な
、
事
案
の
処
理
の
仕
方
が
妥
当
で
あ
っ
た
か
否
か
疑
問
が
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
と
も
か
く
、
Ｘ
は
、
開
発
許
可
申

請
拒
否
処
分
取
消
請
求
訴
訟
を
提
起
し
う
る
こ
と
と
な
っ
た
（
な
お
、
現
在
こ
の
訴
え
は
取
下
げ
ら
れ
て
い
る
）。

以
上
の
事
案
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
裁
決
の
拘
束
力
に
従
わ
な
い
公
共
施
設
の
管
理
者
が
不
同
意
（
同
意
拒
否
、
不
同
意
）
を
繰
り
返
し
た
と
し
て

も
、
拘
束
力
に
対
す
る
不
服
従
に
は
、
法
制
度
上
強
制
執
行
の
手
段
が
な
い
の
で
、
開
発
許
可
申
請
拒
否
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
審
査
請
求
は
無
意
味
に

な
り
か
ね
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
事
案
は
、
審
査
請
求
で
あ
っ
た
が
、
裁
判
所
の
訴
訟
に
お
い
て
も
公
共
施
設
の
管
理
者
が
同
様
の
こ
と
を
繰
り

返
し
た
ら
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
、
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
は
、
国
家
賠
償
請
求
訴
訟
で
争
う
以
外
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
荒
秀
「
開
発
許
可
の
法
と
実
務
（
二
）」
獨
協
四
四
号
一
頁
（
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

一
一
六

都
計
法
三
二
条
に
係
る「
公
共
施
設
の
管
理
者
の
不
同
意
」を
争
う
行
政
訴
訟
の
可
能
性（
試
論
）�
同
志
社
法
学　

五
六
巻
六
号

　
（
一
六
○
四
）
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